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総務委員会会議録 

 

平成２７年８月３日（月） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １４：４０ 

【 案  件 】 

１．入札制度について 

 

【 報告事項 】 

１．飯塚市中心市街地活性化の取組み状況について        （地域連携都市政策室） 

２．公共施設等総合管理計画の策定状況報告について        （行財政改革推進課） 

３．平成２７年度飯塚市職員採用試験について                （人事課） 

４．「朝型勤務（ゆう活）」の試行について                 （人事課） 

５．新庁舎建設工事の一時中断について                   （総務課） 

                                            

 

○委員長 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。 

「入札制度について」を議題といたします。提出資料について執行部の説明を求めます。 

○契約課長 

 それでは、お手元に配付しております資料に基づきまして説明させていただきます。平成

２６年度建設工事の入札執行状況について、お手元に配付しております資料１をお願いいたし

ます。 

「平成２６年度工事契約落札率別内訳表」のご説明をいたします。資料の１ページをお願い

いたします。 

この資料は、平成２６年度の工事契約落札率別内訳表でございまして、設計金額が１３０万

円以上の工事請負契約案件について、落札率別に記載したものであります。 

左から落札率、件数、契約金額総額を記載しております。落札率を７０％未満、７０％以上

８０％未満、８０％以上９０％未満といったような分類をしております。９９％以上につきま

しては、０．３％刻みで更に細かく分類をしております。 

平成２６年度の入札件数といたしましては２１１件で、契約金額の総額は１８６億

５８２４万９２０円でありまして、その平均落札率は９０．０８％となっております。 

 次に、「平成２６年度条件付き一般競争入札実施状況」につきましてご説明いたします。資

料の２ページから８ページをお願いいたします。 

平成２６年度の条件付き一般競争入札の実施状況でございますが、左から工事名、工種等級

等、予定価格、最低制限価格、落札額、落札率、申請者数、応札者数、最低制限価格応札者数、

入札日を記載しております。 

 平成２６年度は９４件の一般競争入札を執行いたしましたが、その内訳といたしましては、

土木一式工事が６０件、建築一式工事が２３件、専門工事が１１件となっております。 

９４件のうち６３件が最低制限価格で応札がなされ、６２件についてはくじ引きにより落札

者を決定したところでございます。落札率につきましては、８ページの１番下の欄に平均とし

て記載しておりますが、８８．４７％となっております。 

次に、「平成２６年度変動型最低制限価格方式による入札実施状況」につきましてご説明い

たします。資料の９ページから１０ページをお願いいたします。 

平成２６年度の等級区分のクロスゾーンに適用します変動型最低制限価格方式による入札実
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施状況で平成２６年度は１７件実施しております。なお、落札率につきましては、１番下の欄

に平均として記載しておりますが、８７．０５％となっております。 

以上、簡単ではございますが、平成２６年度建設工事の入札執行状況についての説明を終わ

らせていただきます。 

続きまして、平成２７年度建設工事の入札執行状況について、お手元に配付しております資

料に基づきご説明いたします。資料の「入札制度について（資料２）」をお願いいたします。 

まず、「平成２７年度工事契約落札率別内訳表」のご説明をいたします。資料の１ページを

お願いいたします。 

この資料は、平成２７年６月末現在の「工事契約落札率別内訳表」でございまして、設計金

額が１３０万円以上の工事請負契約案件について、落札率別に記載したものであります。 

左から落札率、件数、契約金額総額を記載しております。落札率を７０％未満、７０％以上

８０％未満、８０％以上９０％未満といったような分類をしております。９９％以上につきま

しては、０．３％刻みで更に細かく分類をしております。 

６月末までの入札件数といたしましては５４件、契約金額の総額は１５億９３２８万

５１２０円でありまして、その平均落札率は９２．２０％となっております。 

 次に、「平成２７年度条件付き一般競争入札実施状況」につきましてご説明いたします。資

料の２ページから３ページをお願いいたします。 

平成２７年６月末現在の条件付き一般競争入札の実施状況でございますが、左から工事名、

工種等級等、予定価格、最低制限価格、落札額、落札率、申請者数、応札者数、最低制限価格

応札者数、入札日を記載しております。 

 本年度は６月末までに２０件の一般競争入札を執行いたしましたが、その内訳といたしまし

ては、土木一式工事が７件、建築一式工事が１２件、専門工事が１件となっております。 

２０件のうち１４件が最低制限価格で応札がなされ、くじ引きにより落札者を決定したとこ

ろでございます。落札率につきましては、３ページの１番下の欄に平均として記載しておりま

すが、８９．５７％となっております。 

次に、「平成２７年度変動型最低制限価格方式による入札実施状況」につきましてご説明い

たします。資料の４ページをお願いいたします。 

これは、等級区分のクロスゾーンに適用します変動型最低制限価格方式による入札実施状況

で、６月末までに２件実施しております。なお、落札率につきましては、１番下の欄に平均と

して記載しておりますが、８９．３３％となっております。 

以上、簡単ではございますが、資料の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 入札制度について、昨年度、今年度についての入札の実施状況についての説明、ありがとう

ございました。私は、今の経済情勢のもとで、地元のとりわけ中小企業、小規模事業者が大変

苦戦している状況があると思っています。その中でも特にきょうは物品のことについてお尋ね

をしたいと思うんですけれども、分離分割発注ですね、それが今ほど重要なときはないと思っ

ています。それで、６月議会でも議案が出ておりましたけれども、市は分離分割発注の国の方

針や当然あるべき方向に反する動きをしている面があると思うので、いったい今後飯塚市は、

この分離分割、きょうは物品ということなんですけども、について、どのようなお考えなのか

をですね、お尋ねしていきたいと思うんです。 

私がこの問題を考えるについて、実例で考えていく必要があると思うんですけれども、１つ

は平成２１年、地デジを市の公共施設に導入するときのこと。さらに平成２４年にパソコンを
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学校に導入しましたけれども、そのときの考え方、そして今回、飯塚市本庁のパソコンの入れ

替えと、この３つのことについてお尋ねしたいと思うんですね。それを通じて、先ほど言いま

した問題意識、市がこの分離分割の物品についてどういうような方向でいくべきかというのを、

きょう１日で終わらないと思いますけれども、時間をかけてですね、質問をしたいし、委員会

内部で意見の交換もできればいいと思っています。 

それで最初にですね、国等がこの中小企業、小規模事業者のために分離分割発注が重要だと

言っているわけですけれども、これまで飯塚市はどのような受け止めをしてきているのか、基

本的な考えをお尋ねしたいと思います。 

○契約課長 

 ただいまご指摘をいただきましたとおり、我々地方自治体といたしましても、地元業者の保

護育成、地元の経済対策という部分では、これはもう第一義に大切な使命だと自覚いたしてお

ります。契約のほうといたしましても、市内の業者さんで対応可能であれば、必ず市内の業者

さんに発注するわけでございますし、また今言われましたように、分離分割できる案件であり

ますれば、可能な限り分離分割をして、発注をさせていただいているところでございます。 

○川上委員 

 ポイントになるのは、可能であればというところなんですよね。何が可能なのか、何が可能

でないのかというのが、この間の議論になってきたと思うんですけれども、実例でいきましょ

う。それで、平成２１年のテレビの入札のときの状況をご説明願います。 

○契約課長 

 少し長くなりますが、この平成２１年度のテレビの地デジ対応につきましては、委員先ほど

ご指摘いただきましたように、国のほうからの地方活性化経済危機対策特例交付金等に係る中

小企業の受注機会への配慮についてという形の中で対応させていただいております。平成

２１年度のことですので、私のほうで調べさせていただきまして、当初は飯塚市としましては、

この案件につきましては、市内のテレビを地デジに変更するにあたっては、当面は指名業者さ

んによる競争入札を考えておりましたが、このとき県のほうからも、いわゆる中小企業のほう

の受注機会への配慮についてということで、文章等もきておりましたし、福岡県のほうでも特

例、これは通常行っている入札とは少し異なるような取り扱い、結局いつも指名している業者

さんではなくて、枠を広げて業者が参加できるような措置をとられたというふうに聞いており

ます。こういったことを受けまして、飯塚市のほうでも内部で協議をし、当時は７者の指名業

者がおられましたけれども、この７者の指名業者が市内のいわゆる電気屋さん、テレビを扱っ

ている業者さんすべてを網羅している状況にはないのではないかということで、内部で協議を

しまして、これは特例ではございますが、年度途中でございますが、再度この地デジのテレビ

の発注を行うのでということで、この電気業者に限り特例措置として、入札の指名受け付けを

行って、業者数をふやしております。広報等に努めました結果、既存の７者に加えまして、さ

らに７者、年度途中ではございますが、７者の地元の業者さんに登録をいただきまして、

１４者がそのときの電気業者、指名登録業者となっております。何度も言いますが、年度途中

で通常指名の受け付けを行うことはございませんが、この際はその点に配慮をさせていただい

たということでございます。この１４者の業者さんによりまして、市内、公共機関のテレビを

地デジに変更する際につきましては、４３案件に分割しまして、入札を行ったところでござい

ます。 

○川上委員 

 ４３に分割したんだけれども、種類もいろいろとあろうと思うんですけれども、総数として

は幾つですか。 

○契約課長 

 このとき市内で地デジに切り替えたテレビは５０５台でございます。 
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○川上委員 

 このときのことを、いま振り返ってみて、どういう良さがあったのか、どういうメリットが

あったのか、どうお考えですか。 

○契約課長 

 通常ですね、指名をいただいていない業者さん、どういった理由で指名を登録されてないか、

申しわけありませんが、ちょっと私のほうでは把握しかねておりますが、やはり先ほどから申

しましたように、なるべく地元の業者さんのほうで仕事を請け負っていただければというふう

な大前提が我々にはございます。追加登録を受け付けた、これは特例でございます。年間の入

札制度の運用の中ではなかなか厳しい部分もございますが、しかしながら、やはり今回は、先

ほど５０５台とご案内しましたが、総額で約６千万円弱のテレビを購入しておりますので、こ

の部分がですね、通常よりも数多くの地元の業者さんのほうに発注ができたということについ

ては、成果としてはあったのではないかというふうに考えております。 

○川上委員 

 私は、メリットと言うか、良かったことの１番は、飯塚市がこういう分離発注をすることに

よってですね、飯塚市のまちの電気屋さん、地元の業者を大切にしたいというメッセージを電

気関係の分野だけではなく、ほかの分野に対してもですね、メッセージを送れたことが１番重

要ではないかと。飯塚市は、地元の業者を応援するからねというメッセージなんですよね。そ

して同時に、今回受注できた地元の業者の方々の利益というのがあったと思います。このメッ

セージというのはですね、非常に大きいと。それではですね、デメリット、これをしたために、

こういう不都合があったということがありますか。 

○契約課長 

 私のほうでは、この事象において、デメリットという部分につきましては、把握はいたして

おりません。 

○川上委員 

 教育委員会等から何か不都合があったと、それから６年ぐらいが経つんだけど、そういう意

見とか苦情とか出ていますか。 

○契約課長 

 これにつきましては、先ほどもご案内いたしましたように４３案件に分割しております。学

校等につきましては学校ごとに分割をしておりますが、その後、教育委員会等から不都合等が

あったという話は聞いておりません。 

○川上委員 

 もともとこの地デジの導入についてはですね、大量の旧型を大量廃棄するということで、環

境の問題だとかですね、どうかという問題は、大前提としてはあると思います。しかし、こう

いう状況の中で、地デジを導入するということになった段階で、市がとった判断としては重要

だと思うんですね。しかし、これはですね、市が自発的に、国の分離分割発注の方針や、市自

身も方針を持っていたんだけれども、しかし、この地デジについては自発的にですね、こうい

う方向でいこうというようにはなってなかったんですよね。実は福岡県もそうではなかったん

です。これについては、全国の電気店の組合とかですね、電気店だけではない中小業者のため

の全国組織からも、さまざまな要請や陳情が行政機関に上げられる中で、また、日本共産党も

議会で要望しましたけれども、こうした中で実現したんですね。制度があっても、基本的スタ

ンスが決まっていても、なぜこういう分離分割が、働きかけなければできないのか。ここに今

の日本経済を全体として支配している大企業の力とか、その影響とかがあろうかと思うんです

けれども、それで、この４３に分割したんですが、どういう角度でこの分離を行ったのか、お

尋ねしたいと思います。 

○契約課長 
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 当時の事績を確認させていただきまして、私のほうで確認をいたしましたところ、基本的に

それぞれの施設ごとに分割をさせていただいております。その結果、この４３案件になったも

のでございます。 

○川上委員 

 分離だとか分割の角度は幾つもあると思うんですよね。これは、基本的な考え方としては、

経済性、公平性等があるんだけども、効果の問題もね、当然あると思います。いま言った経済

性だとか、公平性だとか、効果性の問題については、ずっとついてくるんですね。この辺が先

ほど言いました、できるかどうかの判断の基準になってくるものだろうと思います。地デジに

ついては全部問題がなかったと。皆さん喜ばれているということなんですね。それではですね、

それから３年後、２４年にパソコンの導入をしましたね。そのときの入札はどのように行った

のか、お尋ねします。 

○契約課長 

 お尋ねの平成２４年度の教育関係の通信機器関係でございますが、これにつきましては、

ハードとソフトをまず分割し、かつ学校ごとに分割をさせていただきまして、８分割に分離分

割して発注をさせていただいております。 

○川上委員 

 もう少しその８分割の中身をね、詳しく言っていただけますか。 

○契約課長 

 ソフトに関しましては、４種類のソフトがございました。教育委員会のほうから要望されて

いるソフトがございましたので、それぞれの種別にソフトを分割しまして、かつハードの件数

につきましては、これは学校が年次でずっと入れ替えていっております。１年間で全部の学校

に入れ替えるということはやっておりませんので、その該当年度で学校ごとに分割ができるの

であればということで、ハードを分割したところでございます。 

○川上委員 

 各学校のパソコン教室用のパソコンが４４１台、プリンターだとかプロジェクターもあった

んですね。それから基本ソフト及び教育用ソフトの更新ということになっています。このとき

に、分割して発注しようという決断はどのようにしたんですか。決断の根拠と言うか、どうい

う決断だったのか、お尋ねします。 

○契約課長 

 私ども発注をつかさどります契約課といたしましては、先ほどから委員のほうからご指摘を

いただいておりますように、市内業者さん、なおかつ分離分割できる案件につきましては、で

きるだけ分離分割をして、数多い受注機会の確保と、これは第一義に考えております。発注案

件の相談に来られた場合に、まず私どもは、いま言いましたような大前提で、いわゆる事業担

当課のほうと相談をさせていただきます。事業担当課と相談する中で、分離分割が可能である

という判断に至りましたので、そのような発注に至ったものでございます。 

○川上委員 

 そのときに分割してですね、経済的というか、余計に費用がかかっただとかいうようなこと

が考えられますか。 

○契約課長 

 費用につきましては、落札される業者さんのほうの関係にはなってこようかと思いますが、

その入札後にそういった話と言いますか、デメリット的な話は、私のほうでは知り得ておりま

せん。 

○川上委員 

 そうすると、先ほど公平性と言いましたけど、競争のことですね、これは確保されましたか。

それについての問題は生じていませんか。 
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○契約課長 

 いずれの案件も指名競争入札で行っておりますが、入札についての競争性は確保されたと考

えておりますし、その後、問題等は起こっておりません。 

○川上委員 

 くどいですけど、３つ目の視点としては、そのように発注した機器が役に立たなかったと、

事故が多発したというようなことがありますか。 

○契約課長 

 教育委員会からそういった話は、私のほうには上がってきておりません。 

○川上委員 

 このときの入札を全部落札したのは、麻生情報システム飯塚事業所ということなんですね。

それによってですね、平成２４年６月２６日の市民文教委員会で議案として、「議案第５８号 

財産の取得（教育用情報機器等）」という議案審査の中で、幾つか指摘があっています。前年

の分についてはですね、１００台程度、ソフトウエアと一式で入札を実施しておるのに、なぜ

今度はこんなに分割するのかと。大体ソフトとハードを一体じゃないのかという質問があって

いるんですね。この指摘について、何か議会の指摘について、教訓として今後こうしようと思

ったことがありますか。 

○契約課長 

 委員ご指摘の委員会におきましては、ハードの納入業者とソフトの納入業者が違った場合に

ですね、現場で何かトラブルがあった場合に、そのトラブルの起因するところがハードにある

のかソフトにあるのか、そういった部分が明確にされるまでの時間等がかかり、やはり業者さ

んが違えば、結果その責任の所在をめぐってなかなか明確にならない部分があり、ひいては現

場の事業に支障を来すということでご指摘等をいただいたところでございます。私どもは、先

ほどのご質問にも答弁いたしましたように、現場等からそういった、その時点で現実的に苦情

等は上がってきておりませんでした。何度も言いますが、我々は分離分割が大前提というふう

に考えておりますので、その当時はそれがよかれと思いまして、先ほどご案内したように分離

分割で行ったわけでございますが、ご指摘等があったのは現場のほうの不都合等があれば、そ

れについては真摯に耳を傾けて対応について今後検討するようにというご指摘を受けておりま

した。その分については、非常に厳しい指摘をいただいたというふうには考えております。 

○川上委員 

 結果的に言えば心配されたことは生じていないということなんですね。委員会でもう１つ指

摘があっていることはですね、せっかく分離分割して発注しても同一業者、今回の場合は麻生

情報システム飯塚事業所、ここが全部受注したと。意味がないではないかという指摘があるん

ですよね。これについてはどのようにお考えだったんですか。 

○契約課長 

 これにつきましては、あくまでも結果でございまして、分離分割しても同一業者が落札する

ことはございますので、私どもは分割しても一緒だというふうには思ってはおりません。 

○川上委員 

 一緒だと思っていないというのは、なぜ一緒だと思わないのかということが重要と思うんで

すけど、なぜですか。 

○契約課長 

 先ほどから申しておりますように、いわゆる分離分割を極力行いまして、受注できる機会、

これを数多く確保するのが我々の使命だと考えておりますので、この方針について考えていく

中で、結果としてそういう結果が出ることもございますが、だからと言って、今後は、もう一

遍でいいじゃないかという話にはならないというふうに考えております。 

○川上委員 
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 受注機会における公平性の確保ということだと思うんですね。それは競争が働くことになる

わけですけれども、このとき委員会からは、複数の委員からですね、こういう点が指摘されて

いますね。分離分割で１つ受注した業者は、順番にやっていけばね、次のやつにはもう応札で

きないようにならないのかと。そうすれば、きちんと地元の業者に、そういう意味では、みん

なに仕事が行き渡るのではないかという趣旨ではなかったかと思いますけど。これに対して市

はですね、飯塚市の規則はそうなっておりませんというのが答弁ですね。これは、そのとおり

ですか。 

○契約課長 

 いま現在では、そのとおりです。いわゆる落除きですね、そういった概念は、物品、役務に

ついてはございません。 

○川上委員 

 議会の委員会で、かなり、何と言うか、指摘と言うか、提案もあっているんだけども、それ

から何年も経っています。それはどのように検討されましたか。 

○契約課長 

 当時の委員会でご指摘をいただきまして、私ども契約課といたしましても、先進市、他市等

の事例を研究させていただきました。当時の委員からご指摘ございましたように、自治体によ

っては、例えば同日に行われる同種の案件については、１業者１件しか落札ができない、いわ

ゆる同日落除き形式をとっているというのが何件か見られましたが、基本、やっぱり物品につ

きまして落除きという概念を持ってない自治体が多ございます。業者数の関係もございますけ

れども、日々研究はさせていただいております。そのような状況です。 

○川上委員 

 これはその委員会で委員の指摘を受けて少し研究しているけれども、変えてはいないという

ことなんですね。それはなぜですか。入札の基本理念との関係でね、何か問題があるんですか。 

○契約課長 

 問題があるとは考えておりません。ただ、先ほどから言いましように、公平性の確保も大切

でございますが、競争性の確保も大切であるというふうに考えております。したがいまして、

今のところは落除きという概念を待たずに、全案件で、全業者で入札を行っているという状況

です。 

○川上委員 

 物品、役務、建築、土木で、どういう違いがありましょうか、その辺の観点は。 

○契約課長 

 委員ご存知のように、基本、物品というものは、既製品を納入していただく案件でございま

すので、発注をして、いわゆる納品日までというのがおおよそ１カ月ぐらいです。ただし、工

事につきましては、どうしても工期が長うございます。案件によっては２年間かかる工事等も

ございますので、結局、うちのほうで発注した業務に携わる期間の長さ、この部分が工事と物

品については決定的に違うというふうに考えております。 

○川上委員 

 そこのところを踏まえた上でね、私は２４年の市民文教で、２人の委員が指摘されたところ

は、もう少し真摯に受け止めて、研究してはどうかというふうに思います。いずれにしても、

ここではっきりしていることは、２０年の段階で、分離分割というのが地元の業者を育成する

上で、非常に大事だという点では、はっきりしているわけです。 

それで、今回の本庁のパソコンの入れ替えなんですけれども、６月議会でも意見は述べまし

たけれど、あのときに答弁が最後まではっきりしなかったことが２つあるんですよね、それは

最初から最後までなんだけど、どうしてこれを１７５台と８００台、一括なんですかと。２つ

理由を結局は言われたんだけど、最初に言われたのは、安く上がりますというふうに言われた
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んですね。どのくらい安く上がりますかと、わかりませんというのが答弁でした。それは実は

そのままなんですよ。それからもう１つは、一括するといろいろ手間がかかりませんと、どの

くらい手間がかからないんですかというふうに聞いたつもりだけど、それもよくわからないと

いう感じなんですね。そうするとね、一括発注をする根拠がない。きちんと説明されて当たり

前なんですよね。先ほど３つ言いましたけれど、経済性の問題もあるでしょう。それから、公

平性や競争性のこともあるでしょう。そして効果の問題もあります。その角度から見てね、き

ちんと、財産取得の議案だったんでしょう、だから、こういう理由ですよというのが明確に答

えられなければならなかったんだけど、それが答えられなかったということで、きょう聞きた

いと思うんですね。一括発注した理由について、もう繰り返す必要はないと思うんだけど、前

回の答弁を繰り返してもらう必要はないんだけど、なぜ、一括発注なのかというのをお尋ねし

ます。 

○契約課長 

 この案件につきましては、先ほど委員のご質問に答弁させていただいた中で、私ども契約課

と、当初、原課と打ち合わせをさせていただきます。まず、分離分割ができないかから入って

いくわけなんですが、その中で、これについては、分離分割をすることによって問題があると、

非常にこの辺は表現がしにくいんですけども、その辺は事業担当課等と打ち合わせをするわけ

なんですが、何度も言いますが、基本、分離分割を第一義に考えております。経済的な部分

云々ということで、一括で発注するからというようなことは考えないんですけど、事業の進捗

の中で一括発注が望ましいとの話に至れば、一括発注をするということもございますので、今

回の議案につきましては、そのように事業担当課と協議をしたところでございます。 

○川上委員 

 上をスーッとなでたような答弁なんですね。それで、そこを聞きたいわけですよ。最初から

言っているじゃないですか、経済的なことも考えないかんかも知れません。それから公平性や

競争性、それから効果はどうかと。それについてどういう検討をしたのかということを実は聞

きたいわけですよね。今の答弁だとね、検討していないという答弁になるんですよね。検討し

ていないんだったら検討してないという答弁をしてもらいたいと思いますが。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：３９ 

再 開 １０：４９ 

委員会を再開いたします。 

○情報化推進担当次長 

 担当課でございます私のほうからお答えをさせていただきます。事前に協議は行わせていた

だきました。今までお話があったみたいに、パソコンに完成されたソフトを入れて動かすだけ

のものと、今回パソコンを入れ替える議案として上程させていただいた場合の分では違います。

確かにパソコンに汎用のソフトでありますマイクロソフトのオフィスを入れて、通常の業務は

動かすんですが、それと同時にシステムのいろんな、住基でありますとか、税でありますとか、

そういったシステムを動かさなくてはいけないシステムのパソコンでございますので、それに

専用のソフトを入れて、細かな設定を入れて、納付書だとか専用用紙をプリンターでお客様に

打ち出すことになりますので、その辺を考えまして、一括して調達させていただいたというの

がございます。その理由といたしましては、いま言いましたような理由で、不都合があっては

困りますものですから、一括して調達をさせていただいたというところでございます。 

○川上委員 

 私はさっきから経済的なことというのもあるでしょうと。それから公平性や競争性のことが

ありますと、それから効率性のこともありますよねと言いました。そういう基準から見るとね、
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６月議会では安くなりますよと。それから手間が省けますよと。今ね、効率性というか、品質

のことについておっしゃったんですよ。だから、きょう３番目のものが出てきたわけですよ。

そして１番と２番については答えていただいてない。やっぱり答えられないですか。一括する

と、これだけ安くなりますという答弁をした根拠、そういうふうに答弁した根拠があるわけで

しょう。それをまず聞かせてください、順番から言うと。 

○企画調整部長 

 質問委員言われます経済性の問題、２番目に手間の問題、きょう３つ目で説明させていただ

きましたリスクの問題、リスクという表現が適当かどうかわかりかねますけれども、移行する

折の事務処理の効率性というところの３つかと思います。これは効果を数字で表せということ

になりますと非常に難しゅうございます。ただ経済性という面で言えば、先ほど２つ目の

２４年度の入札の案件でも言われておりましたけれども、１つ１つ別件でするよりも、一括で

したほうが、これは予測にしかすぎませんけども、安くなるということは言い切れるのではな

かろうかと思っております。２つ目の手間の問題につきましては、向こうの受けたほうとしま

して窓口は１本でございますし、そこのところでどういう効果が出ているかというところは、

これにつきましても数字としては言いがたいですけれども、この主任技師者そのものが、責任

者が１人でしょうから、そこら辺の意思統一というのが系統的に図られるのではなかろうかと

いうふうに思いますけれども、数字的な効果というのは、ちょっとお示しがしにくいかなとい

うふうに思っております。３つ目の、きょう改めて出てきました、過渡期の移行時の新たなシ

ステム等のセットアップの問題につきましても、これも数字で言い表すのが難しゅうございま

すので、同じような経過になりますけれども、向こうの技術者は１本の中で系統的に指示が出

せるものと思われますので、そこのところしか言いようがございませんし、その３つの観点か

ら一括で発注させていただくという判断をさせていただいた結果でございますので、ご理解を

いただきたいというふうに思っております。 

○川上委員 

 伺書だとかには、そういうことは書いていますか。こういうことで入札したいけども、これ

でいいかと、中に書いてないでしょう、そういうこと。まずね、経済的合理性について言うと

ね、安くなると言い切れると言われたけども、安くなるかどうかわからないでしょう、競争す

るんだから。わかっているのは、あなた方の設計価格ないし予定価格よりは安くならんと困り

ますよ。どのくらい安くなるか、何と比較するわけ。何と比較して安くなるわけですか。予定

価格より必ず安くなるでしょう。予定価格より上だったらとれないでしょうから。何と比べて

安くなるんです。企画調整部長が予定価格よりも安くなると言うのだったら、それは言い切れ

ると思います。そういうつもりで言ったわけではないでしょう。じゃあ、何と比べて安くなる

んですか。言い切ったんだから、説明してください。 

○企画調整部長 

 安くなる根拠でございますけれども、安くなるというふうに考えられますということを言い

切りましたけども、予定価格より安くなるのは当然でございますけれども、相対的に見て札を

入れられる業者さんとの兼ね合いの中で、１番安価で入るのではなかろうかというふうな判断

でございます。 

○川上委員 

 それは間違いですよ。それは応札する側の事情ですよ、業者の都合。１００台で調達するよ

りもね、９７５台で調達するほうが、メーカーとの関係で安くなりますよということがあるで

しょう。それは業者の考え方。市が事前に業者と話が済んでいたらね、安くなりますよという

答弁になりますよ、その業者と。そういうことはないわけやから、安くなるというふうに言い

切れるはずがない、皆さんの側からは。業者は言うかも知れませんよ、多いほうがいいですと。

小分けして、１００台ずつとか２００台ずつやるよりは、９７５台でいったほうが安くなりま
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すよと言うかもしれない。しかし、皆さんはそのことは事前にわからないんだから、安くなる

と言い切れないでしょう。にもかかわらず、なぜ安くなると言い切るんですか、お尋ねします。 

○企画調整部長  

 いま質問委員が言われましたけれども、業者のサイドから見れば、スケールメリットが働く

というところが、発注側としてもその視点が１つあろうかと思います。 

○川上委員 

 こういうふうにね、一括でくるとね、競争性が弱まりますよ。設計価格は関係ないんでしょ

う。分離分割のときは、予定価格は低くするんですか、高くするんですか、関係ないでしょう。

９７５台も一括してやれるところは少なくなるでしょう。市内の地元の業者との関係でいけば。

競争力は弱まるじゃないですか。必ず安くなるんですか。日本の入札制度でね、必ず安くなる

ということはないんですよ、わかるでしょう。競争が働かなくなるんだから、弱まるんだから。

そこのところね、１番最初に言った分離分割でいくのか、どうなのかということを考えるとき

に、できるものはとか、できないものはとか言ったけれども、ここのところが突き詰めていく

とポイントなるわけですよね。私の言っていることは間違ってますかね。 

○総務部長 

 委員のほうからいろいろご意見いただいております。先ほどから契約課のほうで申し上げて

おりますように、原則として分離分割で、可能な範囲で分離分割で発注していくということは

原則としておりますが、今回の案件につきましては、先ほどの３つのことで、飯塚市としまし

ても委員のご意見と違いますが、一括でやったほうが競争性も高まるのではないかと、それと

公立性、それと不具合の出る可能性も高いという判断で、今回につきましては、一括で発注し

たほうが良いという判断のもとでさせていただきました。ご意見、いろいろあるかと思います

ので、今後とも研究はして、市にとってより良い入札の方法を考えていきたいと思いますが、

今回につきましては、そういう判断のもとでやらせていただいたということでございます。 

○川上委員 

 今やりとりをして、だんだんわかってきたことはね、あなた方が、漫然と今回一括発注をし

たということですよ。漫然と。その漫然が、従来の飯塚市の地元業者を育成、応援するために、

分離分割が大事だよというふうにやってきた流れと逆行する方向で、漫然とやったわけです。

もちろん国の中小企業育成の方針とも矛盾する形ですよね。いま総務部長がこう言われました、

可能な限りと言いましたね。飯塚市の分離分割発注についての考え方は可能な限りという程度

ですか。可能な限りなんですか。 

○総務部長 

 可能な限りと申したか、可能な範囲と申したか、ちょっとわかりませんが、原則そういった

形でさせていただくということでございます。納入の物品の状況と言いますか、それに応じて

判断をさせていただくということでございます。 

○川上委員 

 分離分割発注の推進というのは、地方自治体にとっては原則に近いものですよ。可能な限り

とあるでしょう、どういう場合可能でないのかね、どういう場合はできないかということだけ

ですよ。基本的にはこれでいくんですよ。そこのニュアンスがね、同じ言葉を使っても、逆転

のニュアンスだから、聞いたんですよ。もう皆さん方も承知の上とも思いますけれども、国が

ね、中小企業者に関する国等の契約の方針というのを出してます。私の手元にあるのは平成

２６年度だけれども、２７年度ももう出ているでしょう。第１として、中小企業者の受注機会

の増大のための措置とあります。その中身が幾つかありますけれども、１は東日本大震災の被

災地域等の中小企業・小規模事業者に対する配慮となってますね。２は、官公需情報の提供の

徹底とあります。そして３番目がね、中小企業・小規模事業者が受注し易い発注とする工夫と

書いてあります。最初に言ったでしょう、地デジのときもね、国の方針があっても、飯塚市の
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従来の基本的な考え方があってもね、一括発注しようとしたわけですよ。ところが、いろいろ

要望とか議会での指摘もあったりしてね、齊藤市長が決断したわけでしょう。分離分割でいこ

うと。みんな喜んだじゃないですか。泣いているのは、捨てられた古いテレビだけです。その

問題は別にあるんだけども、市の決断でやれてきたわけですよ。この中で、３の中で、（２）

として、分離・分割発注の推進と書いてますよ。①は、国等は、物件等の発注に当たっては、

価格面、数量面、工程面等からみて分離分割して発注することが、こう書いているんですよ、

経済合理性・公正性等に反しないかどうかを十分検討した上でと書いています。これ日本語わ

かるでしょう。つまり分離分割がもう基本だよということを言っているわけですよ。反しない

かどうかを十分検討した上でなんです。競争とか、一括発注との競争とかじゃないんです。い

ま言ったことに反する場合は、排除することもあり得るということです、これは。パソコンが

高くなったり、高くなることはあまりないですけど、どんどん安くなる中で、どうだという意

見もあるかもしれないけども、だから確認したいのは、この経済合理性、公正性等に反しない

かどうかを十分検討した上でということは、国がやっぱり、国、地方公共団体関係はね、これ

を基本にするべきだということを言っているわけです。この大原則は、きのう、きょうつくっ

たわけじゃないです。ずうっとつくっているわけです。高度経済成長時代からつくっているわ

けです。つまり何十年もやってきていることです。皆さんが答弁できないような水準でね、ぽ

んと変えていいような話じゃないんですよ。国のこの分離分割発注によって、一助としてね、

中小業者を支援しようではないかという考え方について、皆さんどう思われるのか、聞かせて

ください。 

○総務部長 

 飯塚市としましても、先ほどからの答弁の繰り返しになりますが、国の考え方と同じでござ

いまして、原則、分離分割で発注するという考え方に変わりはありません。国のその文書に書

いてあります経済性、効率的に反しない限りということでございますが、今回の案件に関しま

しては、経済性とその合理性、先ほど説明しました経済性以外の２点でございますが、効率性、

不具合の可能性があるという判断のもとで、今回は分離分割ではなくて、一括の発注をさせて

いただいたということでございます。先ほどの繰り返しになりますが、そういうことでござい

ます。 

○川上委員 

 今回の９７５台について言えばね、国の流れから逸脱していますよ。先ほど言ったやつとか

の関係から言って。総務部長は、国の、その方向は大事だと言うけれどもね、まともな検討を

していない今回のパソコンの入れ替えについてはね、あくまでも正しかったとおっしゃるわけ

ですね。正しかったかどうかの前にね、まともに検討していないじゃないですか。なぜまとも

に検討しないのか。先に一括発注が頭の中にこびりついているからじゃないんですか。大体、

小分割してね、小分割して随契で発注することがあるわけですよね、全国的に。これについて、

妥当なのかという問題は逆にあるわけです、分割して随契だから。いいんですかという問題は

あります。でもこれで何の問題もない場合もあるわけですよ。そちらのほうを考えるべきです

よ。今度の場合という意味じゃないですよ。もっと国のこの分離分割発注制度、これを飯塚市

の業者の状態、どれだけ疲れ果てているかね、国保税も払えない、もう後継ぎもいないで、ど

うなるかわからない状況の中で、この飯塚市の業者の特性も考えなければならない。原則に基

づいて、基本に基づいて、地元の業者の実態を反映させたね、我々は国のあれもあるけれども、

飯塚市民のために働く、我々と言うか、皆さんは飯塚市民のために働くということになってい

るわけでしょう。我々は住民の代表として、そのように皆さんがしているかどうかをチェック

し、提案もするという仕事ですよ。だから、この国の原則もわかるけれども、飯塚市の業者の

状態も皆さん知っているはずなんですよ。でもそれはあまりにも無頓着。答弁の中に一言も出

ていないでしょう、まちの電気屋さんの今の状態とか。そういう何と言うかな、分離分割とい
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うのは、もともと地元の中小企業や小規模事業者を助けるためにあるんだから。いま言った、

この中にもあるんですよ。中小企業・小規模事業者の特性を踏まえた配慮というのが。この

１は、東日本大震災で壊滅的打撃を受けた中小業者、小規模事業者をどう助けるかというのが

国の第１ですよ。飯塚市の地元の業者がどれほどの打撃を受けてね、もう明日なき戦いではな

いけども、どれだけ深刻な思いなのか、わかっているじゃないですか。わかっていてもね、

９７５台を一括発注、よく説明できない理由を述べて。ここのところがね、考え方が間違って

いると思うんです。技術的なことじゃない。この分離分割については、引き続き物品について

も問うていきたいと思いますし、役務や建築、土木についても、今後、聞いていきたいと思い

ます。私のはとりあえず中断を。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○坂平委員 

 業種の変更の際の格付けについて、ちょっとお尋ねします。市内業者で、土木に登録してい

た業者が、翌年度の指名受け付けの際に、例えば、土木から建築に変更するというような変更

申請をした場合には、どのような格付けをされていますか。 

○契約課長 

 いま委員お尋ねの件につきましては、建築業における工種変更についてだと思います。工種

変更につきましては、飯塚市競争入札参加者格付け基準、第３条第５項によりまして、前年度

と異なる格付けのある工種を希望した場合の格付けについては、総合点数に基づき、格付けさ

れる等級の直近下位に格付けするものとなっておりますので、お尋ねのように、土木から、例

えば建築に登録を変更された場合につきましては、建築において総合点数の格付けで、本来な

らば、例えばⅡ等級に格付けされるところなんですが、工種変更当該年度につきましては、そ

の直近下位でありますⅢ等級に格付けをするというふうな運用を行っております。 

○坂平委員 

 今の答弁では、土木から建築に変わった場合、建築での総合点数がⅠ等級であってもⅡ等級

に格付けされるとのことですが、それでは土木の業者が解体に業種を変更した場合ですね、つ

まり、格付けのある業種から格付けのない業種に変更した場合には、どのような取り扱いをさ

れていますか。 

○契約課長 

 いま、お尋ねのような格付けのある業種から格付けのない業種に変更された場合につきまし

ては、別段特別な取り扱い等は行っておりません。 

○坂平委員 

 格付けのある業種から格付けのない業種への変更は、別段特別な取り扱いはしていないとい

うことですが、この運用は不公平ではないでしょうか。業種を変更した場合、格付けのある業

種ではⅠ等級下の格付けをする。しかし、格付けのない業種への変更は、同等に入札に参加で

きるという取り扱いは、基本的におかしいのではないですか。 

○契約課長 

 質問委員もご存知のように、現在の市内業者格付につきましては、登録業者数の関係から格

付けのある工種とない工種がございます。業種変更によります取り扱いにつきましては、あく

までも格付けのある業種、これは登録業者数も多いためこのような運用を行っております。業

者数の少ない部分、格付けのない部分については、そのような取り扱いを行っておりませんの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○坂平委員 

 今の答弁のような取り扱い、運用は理解しがたいです。本当におかしな取り扱いだと思いま

す。格付けは一体何のために設けているんですか。公共事業の発注をする際には、品質の確保
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をするために格付けを設けているのではないですか。格付けにおける最大の評価項目は経営審

査事項の点数ではないでしょうか。そのあたりをお尋ねします。 

○契約課長 

 公共工事における品質の確保につきましては、委員ご指摘のとおり、大変大事なことと考え

ております。しかしながら、業種変更による規定につきましては、業者への周知を行いまして、

あくまでも登録業者の業者数の多い工種において適用しております。経営事項審査の点数、こ

れが品質の確保について非常に重要な項目であるということは、十分認識をいたしております

が、あくまでも現在の基準で運用させていただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願

いします。 

○坂平委員 

 登録業者の多い業種には格付けを設ける。しかし、一部の業種には格付けは設けない。この

ような運用、取り扱いでは、公平性の確保はできているとは思えません。格付けのある業種の

変更にはⅠ等級下位に格付けするのであれば、それはおかしいのではないですか。しかしです

ね、工種を変更しても、既に市内では頑張っておられる業者さんもおられるわけです。先ほど

も申しましたように、品質の確保という観点からいっても、このまま格付けをすることに変更

してもよいのではないですか。 

○契約課長 

 繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、今の私どもの格付けにつきましては、飯

塚市競争入札参加者格付け基準、これに基づきまして行わさせていただいておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○坂平委員 

 このような変更をする場合にはですね、内部委員会での協議が必要だと思いますが、業者選

考委員会の委員の方々がおられますよね。その方々が、何名おるんですかね、１１名ですか。

飯塚市工事請負業者選考委員会規定の中に、都市建設部長、建設部次長、契約課長、農林土木

課長、土木管理課長、土木建設課長、建築課長、都市計画課長、上下水道課長、委員長が副市

長ですね、副委員長は総務部長、それぞれ、いま私がお尋ねしました、基本的にその格付けと

いうものを、いま飯塚市では例えば指名願を出す、経営審査を受けた登録を持ってですね。そ

のときにその格付け、これは基本的に何を基準に格付けされてあるんですか、格付けのある業

種については。 

○契約課長 

 格付けにつきましては、経営事項審査に係る点数、これは客観点数ですけども、これに前年

度施工した工事の主観点数を加えて格付けをしておりますが、配点的にはですね、もうほぼ経

営事項審査の点数で格付けというふうな形になっております。 

○坂平委員 

 であるならば、その格付けがありますよね。それぞれ、例えば土木なら土木、建築なら建築、

電気なら電気とか、いろんな業種があると思います。その中の格付け、飯塚市の場合、経営審

査事項の点数によって何点から何点までが何等級ですよとかいうのがありますよね、飯塚市は

どんなふうになっていますか。 

○契約課長 

 飯塚市の場合ですが、土木一式工事につきましては、Ⅰ等級が７１５点以上、Ⅱ等級が

７１５点未満６９５点以上、Ⅲ等級が６９５点未満６１５点以上、Ⅳ等級が６１５点未満でご

ざいます。建築一式工事につきましては、Ⅰ等級が７１０点以上、Ⅱ等級が７１０点未満

５７５点以上、Ⅲ等級が５７５点未満でございます。それから専門工事では、電気と管水道に

格付けを設けておりますが、電気につきましては、７０５点以上がＡ等級、７０５点未満がＢ

等級。管水道につきましては、６４５点以上がＡ等級、６４５点未満がＢ等級、以上でござい
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ます。 

○坂平委員 

 その点数は、過去何年度ぐらいから、その点数になったわけですか。 

○契約課長 

 この点数はですね、３年間は扱っておりません。３年前からです。 

○坂平委員 

 じゃあ、いま飯塚市では、土木、建築、これについてはＳⅠ等級というのを設定されてあり

ますよね。それは、どういった意味合いで設定されておるわけですか。 

○契約課長 

 ＳⅠ等級につきましては、土木、建築、それぞれ、その中で、非常に大きな案件等を発注す

る場合がございますので、本市の今の運用につきましては、おおむね土木一式工事、建築一式

工事の中に格付けされて、先ほど私ご案内しましたが、土木なら７１５点以上がⅠ等級になる

わけで、建築につきましては７１０点以上がⅠ等級になるんですが、それぞれその点数を

１００点以上上回って、なおかつおおむねⅠ等級の中で半分を超えない範囲で、例えば、

２１社Ⅰ等級がおられましたら１０社までの格付け基準という形で、ＳⅠ等級を設けておりま

す。 

○坂平委員 

 だから基準はね、いま言われる７１５点、土木。建築は７１０点ですか。これよりも

１００点以上、経営審査事項の点数を取得している業者さんで、建築が２０社、土木が２０社

かな、言われているのは。その半数以上と、半数までというような答弁ですが、基本的にその

ＳⅠ等級というのを設けるのであれば、一定の基準を、半数までとかいうことじゃなくね、例

えば１００点じゃなくてもいい、それだけの品質管理ができる業者、それとそれだけの業者の

能力、施工能力がある業者をＳⅠ等級というような形にしていくべきではないでしょうか。た

だ、いま言われるように、半数以上を超えない、半数内でＳⅠ等級をつくると、少しそのあた

りの解釈の仕方が理解しにくいですけどね。だからその基準を、いま言われた１００点以上を

超えるものと。これが１００点以上超える業者が、例えばⅠ等級に位置づけられる業者が

２０社いたとします、指名受け付けで。１００点以上を超える業者さんが３社しかいなかった

と、そのときもその運用基準で、そのままでいくんですか。その都度、臨機応変に業者数にあ

わせて調整を図って、半数の業者数を設定するんですか。そのあたりはどんなふうですか。 

○契約課長 

 私どもの今の格付けの運用につきましては、先ほど私のほうでＳⅠ等級の概念をご案内させ

ていただきましたけども、これにつきましても、飯塚市競争入札参加者格付け基準の中で規定

されている内容でございます。ですので、委員ご指摘のように１００点を超える業者さんが

３社しかいなければ、この規定からすれば、その３社しかＳⅠ等級は設置できないという形に

はなります。 

○坂平委員 

 いま答弁されていましたように、３社しか例えば来年度いなかったとする。そしたらその

３社だけでするんですか、それとも、その運用基準を変更するわけですか。そのあたりはどん

なふうですか。 

○契約課長 

 この場でちょっと明確の答弁は非常にしにくいんですけれども、先ほども委員ご質問の中で

言っていただきました、確かに弾力的な運用というのも大事にはなってくるとも思いますが、

しかしながら、何らかの規定に沿って運用していかないと、どうしても業者さん等に周知をし

た中で、いろんな制度を運用しておりますので、その辺につきまして、例えば、まさにご質問

のとおりですね、本当に３社しかなければ、これはある意味大変なことになるわけですけども、



１５ 

その辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

○坂平委員 

 じゃあですね、ちょっと質問の角度を変えまして、次は、第２希望者の受け付け、指名登録

の受け付けの際に、第２希望の受け付けをされていますよね。第１希望の業者による入札が不

可能な場合には、第２希望業者まで枠を広げて対応していると聞いています。その運用は一定

の理解はしますが、建築、土木のⅠ等級では、第２希望者はいくら点数があってもＳⅠ等級に

は格付けしないということですね。Ⅰ等級のままと聞いていますが、そのあたりはどのように

なっていますか。 

○契約課長 

 お尋ねの件ですが、飯塚市競争入札参加者格付け基準、第７条第１項におきまして、第２希

望の業者の格付けは、第１希望者の格付け方法を準用します。ですので、第２希望だからとい

って特別に点数をマイナスしたりとかいうことはないんですけども、しかしながら、ただしＳ

Ⅰ等級の位置づけは行わないとしております。これはＳⅠ等級があくまでも第１希望のⅠ等級

の業者の中で上位おおむね半分を意味するというふうに、先ほどご案内しました指名格付け基

準でうたっております。ですので、ＳⅠ等級というのはⅠ等級と違う格付けではなくて、あく

までもⅠ等級の中のＳⅠ等級という取り扱いをしておりますので、これによりまして、第２希

望業者につきましては、ＳⅠという概念がないものでございます。 

○坂平委員 

 だからね、あなたが言われることも、その意味はわかるんですよ。あくまでもⅠ等級の格付

けしかありませんよと、ただしその中で１０社以内は、１００点以上、Ⅰ等級の枠組みの中か

ら、上位１００点以上を取得している業者さんはＳⅠ等級という取り扱いをしていますよとい

う意味合いですよね。ただし、その第２希望、じゃあ、この第２希望は何のために指名受け付

けしているんですか。 

○契約課長 

 第２希望の受け付けにつきましては、第１希望の業者さんで入札案件が成立しない場合等に

よりますと、次に第２希望の業者さんのほうに入札参加資格を付しますので、そういった形で

第２希望の登録を受け付けております。 

○坂平委員 

 第２希望は万が一その第１希望、業種が不足した場合に第２希望という、まあ言葉が当ては

まるかどうか、わかりませんけどね。その補欠要員というような取り扱いですよね、極端な話

をすると。そうした場合に、何でⅠ等級下位の格付けをするのか。資格があるものを、わざわ

ざ格付けではね、資格を無視してⅠ等級下位に位置づけるという形はおかしいんじゃないです

か。この資格というのは、飯塚市が資格を与えよるんじゃないんですよ。国が認めた資格なん

ですよ。その資格をね、飯塚市独自で下位に位置づけると、だから第１希望が第１に参加資格

があるわけですよね。第２希望で受け付けをしているということは、仕事が極端に、今年度み

たいにね、大型事業がこんなにも計画性のない形で発注をされましたよね、飯塚市執行部は。

発注をされたときに、業者数が足りないというようなことが発生した場合に、そういったこと

を運用するためにつくってあるんじゃないですか。そのあたりはどうですか。 

○契約課長 

 いま委員ご指摘のように、平成２６年度から非常に過去に例のないような大型発注が集中し

ました。発注の際に、入札参加可能な業者数の確保という点では、非常に厳しい状況が続きま

した。しかしながら、業者の格付け、運用等につきましては、年度当初にその内容を確定させ

まして、１年間適用することとしております。その基礎となりますのが、先ほどから何度も言

っておりますが、飯塚市競争入札参加者格付け基準でございまして、その基準により実施して

きておったものでございます。今後のことという部分ではあれですが、これまでの運用につい
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てはそのようにご理解いただきたいと思います。 

○坂平委員 

 この選考委員会の委員になってある方々に、１人１人私はお尋ねしたいと思うんですよ、い

ま私が質問していることに対してね。どういったことを考えられて、今の飯塚市のね、請負業

者選考委員会規程の委員の方々に、この入札運用規程に対しての考え方を、それぞれお尋ねし

たいと思いますが、ようございますかね、委員長。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：３３ 

再 開 １１：３５ 

委員会を再開いたします。 

○坂平委員 

 いま総務委員会の中に、都市建設部長が出席されてありますので、まず都市建設部長のほう、

いま私が言いましたね、第１希望と第２希望、指名受け付けの際の、この格付けの位置づけ、

これに対して、いま私が説明しましたよね。あくまでもその仕事が、例えば建築なら建築で数

多く今回みたいに出た場合、業者数が足りないといったときのような、そのために第２希望を

受け付けてあると思うんです。それをわざわざ資格があるのに、その資格をⅠ等級下位に位置

づけるということそのもの自体はおかしくないと思いますか、おかしいと思いますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：３６ 

再 開 １１：３６ 

委員会を再開いたします。 

○都市建設部長 

 いま委員ご指摘の部分につきましては、先ほど契約課長が申しましたとおり、規定の中で運

用しておりますので、規定の部分はある程度守っていかなくてはいけないというふうに思って

おります。その中で、いろんな案件、今後も含めてですね、いろんな部分がございましょうか

ら、その部分については適宜対応していくような形になろうかと思います。今の部分で申しま

すと、おかしいか、おかしくないかという部分で言えば、今の運用の中でしていくというふう

には思っております。 

○坂平委員 

 私が聞いているのは、いま運用基準を、飯塚市がそういうふうに運用基準を設けているから、

そのやり方でやっているということは、おかしくないという答弁だろうと思います。運用基準

のとおりやっていることはおかしくないんですよ。ただ、私が言いよるのは、資格があるもの

を直近Ⅰ等級下位で位置づけるというのがね、おかしいのではないかと。だから、この運用基

準自体がおかしいのではないかと、運用基準を改めるべきじゃないかということをお尋ねしよ

うわけです。例えば、資格があるのにね、何でわざわざ直近下位に位置づけるんですか。その

理由がわからない。あなたたちがこの選考委員会のメンバーさんですよね、副市長を会長とし

て。その中で、そういった協議がなされていないのか、あるのか、そのあたりを私はお尋ねし

ようわけです。というのが、今回ね、入札制度についての総務委員会の審議なんですよ。だか

ら、そういった基本的なことからね、やっぱり見直して考えていかないとね、資格があるもの

をわざわざ資格を剥奪して下位に持っていくと、これは外部から新規に指名受け付けをした業

者さんなら別ですよ。以前から長年にわたって土木であれ、建築であれ、例えば、格付けのあ

る業種については、既にずっと長年やっているわけですよ、両方とも。飯塚市に指名受け付け

をやっているのに、何で、直近下位に位置づけられるのかということはね、やっぱり各業者さ
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んの中でね、おかしいんじゃないかというお話がたくさん出ているわけですよ。だから指名を

する、しないは執行権の判断でしょう。でも、資格を剥奪して直近下位に位置づけることは、

おかしいんじゃないかということを、いま私がお尋ねしよるわけです。だから、そのあたりを

よく理解して、もう１回、おかしくないかどうか、ご答弁いただけないですか。 

○都市建設部長 

 確かに、いま言われる基準、契約のほうで基準を設けて資格と言いますか、Ⅰ等級、Ⅱ等級

の部分を設けております。その部分でいくと、先ほど申しましたとおり基準としてはそういう

形になっています。それで、第２希望につきましては、そういうふうな基準を第１希望と同等

にというふうな基準になっていないという状況でございますので、市のほうの基準としては、

そういう形の運用をしているということでございますので、一義的に言えば、委員が言われる

資格としては、何百点以上という部分があると、単純にそれだけ言えば、そういうふうな形の

委員が言われる方向だろうと思いますけども、その中の規定としてはそういうふうになってお

りますので、運用の方法としては、今後、検討する部分はあるのかもしれませんけども、現状

としては、規程の中で動いているという状況でございます。 

○坂平委員 

 そしたらね、究極な質問を会長である副市長のほうにしますけどね、例えばＳⅠ等級、今回

も第２希望からⅠ等級として公募要件の中に入れましたよね、第２希望。これはめったにない

ことだと思います。その場合に、例えば、点数がね、等級だけでいくのか、経営審査の点数で

両方いけるんですよね、これ。だから、これが行政が逃げる１つの方法なんですよね。階級で

いく、もしくはその点数でいく、両方のテクニックがあると思うんです。だから、あくまでも

等級でいくのか、点数でいくのか。第２希望の場合ですよ。第１希望で出しているところで、

業者数を満たしているときには、第２希望なんかは公募の要件にも入りませんのでね、万が一、

今回のような計画性のない発注形態、今回が初めてですよね。飯塚市始まって以来、今回みた

いな計画性のない発注を出したのが。というのが、市内業者、指名受け付けをしているんだか

ら、どれだけの業者さんがおるということは、もう既にわかっているわけですよね。事業計画

をあげたときに、どれだけの事業があるかということもわかっていると思うんです。そしたら

業者数がおのずから足りるのか、足りないのか、それは十分わかられてあったわけでしょう。

まず業者数が足りたのか、足りていないのか、そのあたり、ご答弁ください。 

○副市長 

 基本的に、事業というのは必要だから、必要な計画に沿ってやるわけです。業者さんがおる

から、これを３年遅らせる、少ないから遅らせるということではなく、この事業そのものを何

年以内にしたいということで、基本的な事業計画を立てます。ただ、残念ながら、いま委員ご

指摘のとおり、去年からことしにかけては、非常に大きな大型の発注があって、結果として業

者さんが足りなかった。これは途中で、できるだけ将来を考えた場合に、あるいは建て替えと

か、メンテをする場合に、年数をかなりばらしてやるということは、これはもう原則というこ

とは十分に我々もわかっております、将来的な負担を考えますと。ただ、どうしても一定の時

期にやらなくてはならないということが、たまたま、残念ながら集中したものですから、ご指

摘の無計画と、それを受け取れるかどうか別として、そういう問題があったということは事実

でございます。それと、今お尋ねの第２希望のときに下げる。これは、ある一定、その業種が

変わった場合に、１つ下位に切り替えるというのは、ある意味、この辺の事業者さんのことを

考えれば、私は、これは非常に今まで有効に働いたのではないかと思います。と言うのは、土

木でいこうが、建築でいこうが、どっちでいっても点数だけでいけば、どっちに入ってもＳⅠ

なり、あるいはⅠ等級の資格を有している方が、そういう方は総合的には大手だけしか、ほん

の一握りの大手だけしかないはずです。そうなってきますと、当初予算を見て、来年度はこう

いう事業がある、ああいう事業があるとか、ことしは土木のほうが多いとか、建築が多いとな
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ると、土木の専門業者さんは土木だけしか関われませんから、そういう意味から言うと、大手

の業者さんはその年によってどちらでも応札と言いますか、その機会がふえてくる。そういう

ことから、この制度が、私は設けてあるというふうに理解しております。ですから、確かに技

術的なことだけから言われれば、委員ご指摘のとおりだと思います。一定のレベルあるものを、

何で下げなければならないのかということから言いますと。しかし一方では、前半質問があり

ました市内事業者の育成という観点も自治体には必要でございますので、大手の業者さんが、

土木でいっても、建築でいっても、いつでも仕事はとれるということを、ある程度この制度を

利用して、飯塚市としてはこれまで機能してきましたし、これについて議会の理解も得て、今

日までやってきたというのが実情でございます。 

○坂平委員 

 いま副市長のほうはね、今の運用は順当だという判断をされておるということですが、基本

的に、それともう１点は、今回たまたま大型事業が集中したと。これは事業が必要だから集中

してでも発注したんですよと。事業は当然必要でしょう、計画を立てたんだから。だから発注

の計画を立てるにあたっては、もう少し計画性を持って発注すべきじゃないかと。当然、事業

が必要だから発注しているんでしょう。事業が必要なかったら発注せんでいいでしょう。あな

たの答弁、少しおかしいんじゃないですか。さも自分たちが、そういった業者数が足りない状

況の中において、発注をしたことに対して、何の不信感も持っていない。あなたたちは実際に

業者数が足りなくて、あたふたしてたわけでしょうも。この事業を先に出したら、ここの仕事

ができないんじゃなかろうかとか。そこまで突っ込んで私は言うつもりはなかったけど、あな

たの答弁を聞いたらね、そこまで突っ込んで言わなきゃいかんようになる。何回も何回も公募

しても、辞退、辞退というような不測の事態が出たわけでしょう。だから第２希望のほうから

も公募受け付けをして、仕事を実施したわけでしょう。発注を実施して、工事ができよるわけ

でしょう。だから、業者さんのために発注しよるんじゃないですよ、それはもちろんそうでし

ょう。だけどある程度ね、飯塚市が指名受け付けを年度当初、２月ですか、受け付けは。契約

課長、１１月。１１月にすれば、発注までには早くとも４月以降しか発注しないんだから、そ

の間、期間がゆっくりあるわけですよ。ことしも最初に発注したのは何月ですか。そしたらこ

れは、いま計画を立てて今すぐ出すということではなく、基本計画、実施計画、そしてその基

本設計、実施設計、これだけの期間があるわけですよ、何年間か。そしたらね、あなたのよう

な答弁は出てこないと思いますよ。事業の必要性があるから出しよることであって、業者数に

あわせて出しよらんというのは、当たり前のことですよ。あなたはそういう答弁をされたんよ、

さっき。 

○副市長 

 そういうふうに受け取るのは、若干、私は誤解があろうかと思っておりますが、たまたまで

すね、この年限、例えば中活だったら５年以内にしなくちゃならないとか、いろんな病院の問

題にしろ、何にしろ、年限というものが決まって、そこまでに終わらせないと補助事業にのら

ないという問題がありました。確かにご指摘のとおり、何でこんなに大型工事が、この１年に

集中してあるのかと、計画性がないじゃないかということは、それは大変、我々も反省すると

ころがあると思っています。ただ年限があったので、どうしてもその辺で発注しなきゃならな

かったという問題もあります。ですから、その中で、結果として今ご指摘のとおり、第２希望

まで、私もはじめて第２希望までということで、市としては指名で工事を発注いたしましたけ

ど、今後こういうことは、なかなか考えにくいかなというふうには思っておりますが、これは

いろんな物事を計画していくときに、もう少し計画性を持ってやらなければいけないという大

きな反省点の１つであることには間違いありません。ただ、無計画というのではなくて、やは

り事業そのものに、例えば小中学校の、少し計画は遅れましたけど、小中一貫校は何年度まで

にやろうということを、ずっとしていく中で、それはもう少しずらせばよかったんですけども、
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そういう問題もあるでしょうけども、地元の関係、合併特例債の関係、補助金の関係、中活に

ついてもそうです。ある程度、年限が集中したことについては、反省することはありますけど

も、そういうことについてはですね、結果として業者さんが足りなくなったということについ

ては、素直に認めなければならないというふうには思っております。 

○坂平委員 

 だからね、何事も事業というのは計画性を持ってしなければ、ある程度の、一定の猶予期間

を持ってしないとね、例えば学校、小中一貫校にしても、用地の問題がつかない、地元の話が

つかないとか、いろんな諸問題が出てくるから、事業計画を立てて、着手がいつですよ、竣工

がいつですよという計画を立てても、問題はそういった諸問題を片付けんことには、事業に着

手できんわけでしょうが。だから、ある程度余裕を持ってね、やっぱり計画性を持ってするべ

きだと、私は思いますよ。だから、予算を上げて、予算が通ったから、いつでもかかられるで

はないかというような考え方は少し改めていただきたいと思います。それといま言うように、

この第２希望を、飯塚市は昔からずっと第１希望、第２希望をとりよるわけですよ。ところが、

この第２希望をとるというのは、行政が万が一不測の事態が出たとき、事業が多過ぎて、その

ときの予備業者として受け付けをしよるわけでしょう。それを、私が言いよるのは、資格を直

近Ⅰ等級下げてね、何でその資格を剥奪して受け付けをするのかと。受け付けをしたあとにね、

直近Ⅰ等級下位に位置づけるのかということは大きな問題なんです。あくまでも資格は資格で

すよ。だから、資格があるものは、そのとおりそのままでやっぱり受け付けをしてね、いま言

う、例えばⅠ等級の中で１００点以上か、７１０何点か、先ほど言われてましたよね。これと

資格が一緒であれば、第２希望でもＳⅠ等級とかいう形でね、やっぱり資格としては認めてや

っとかな、私はいかんだろうと思うんです。それを第２希望だから、資格は直近Ⅰ等級下げた

位置づけをしますよとかいうのは、それは行政が勝手にしよることでしょうが。だから資格を

勝手にそういうふうに扱うこと自体おかしいんじゃないかと思うんですよ。その辺りはね、あ

なたたち請負業者選考委員会委員の方々がおるわけやから、きょうここで話をしてね、ここで

すぐ即決でノーかイエスか、どちらですかということは私も言いませんので、これはね、入札

についての大きな課題になってくると思います。だからそれはね、委員会のほうで十分に検討

してください。会長である副市長、お願いしておきます。 

○副市長 

 この件については、もちろん各委員がおられますので、意見を聞いて検討はいたします。た

だ、第２希望をそのままにするのであれば、業種が変わったらそのまま落とすのかということ

は、ある意味これは連動もしているわけですよね、基本的には。だから、これについては、先

ほど第２希望は、おそらく飯塚市がこれを適用したのは、私が知る限り今回がここ何十年で初

めてという気もするんです。であれば、第２希望そのものを聞くこと自体にも、逆に言えばで

すよ、何十年かの間で第２希望が、これはまた例外的にそのときに委員会を開いて、そういう

ことを決めれば済むことですから、通常使わないような規定を持つこと自体が、逆に言ったら

どうかということも、またこれも検討委員会の中でよく検討していきたいというふうに思いま

す。 

○坂平委員 

 ちょっと、副市長、もう１回いまの説明ようとして。 

○副市長 

 この第２希望制度というのを実際に使ったのは、おそらく私が知る限りでは、ここ何十年か

なかったのではないかなというふうに思っております。ですから、実際に運用のないものを受

け付けてですね、それでいろいろ問題が起こる、逆に言えばあまり実用性がないと言いますか、

そういうものについてもですね、これを残すかどうかということもですね、これはやっぱり、

委員がほかにおりますので、聞いてみないとわかりませんが。というのが、確かにおっしゃっ
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たように、ここ１年、大型工事を大量発注いたしましたけど、今後の飯塚市の市政を考えてみ

たときに、それほどの大量時代が、なかなか想定できないと言うか、ありませんので、第２希

望を聞く、実用的に必要があるのかどうかということを含めてですね、これは今後の委員会の

中で、新年度に向けて検討すればいいかなというふうには考えております。 

○坂平委員 

 あなたね、話がどんどんどんどん長くなるんですよ。第２希望が必要ないのではないかとい

う、あなたは疑念を持ってある。それは、あなたたちの発注の仕方によって、第２希望の必要

が出てくるか出てこないかというのが決まるんですよ、そうでしょう。今回はたまたま第２希

望で指名受け付けをしておったから、事業が実施できたわけでしょう、違うんですか。それが

なかったら、外部から市外業者を入れる予定だったんですか。そこに話が行くんですよ、あな

たのような答弁であれば。 

○副市長 

 どちらかと言えば例外ですので、こういう例外が起こったときに、市内にですね、発注をす

るのにどうしたらいいかと、そのときにこの入札制度の中で、仮にそういうことが絶対に起こ

らないということはありませんけども、起こったときに検討すれば、今度のような、何と言い

ますか、同じような結論になったかもわかりませんけども、そのときに、いつあるかもわから

ないようなものをずっと持っておくというのも、これは別に廃止するという意味じゃないんで

すよ。何十年に１回しか使わないようなものだったら初めからそういうものを残すかどうかと

いう、これは考え方です。何十年に１回こういうことが起こるかもわからんから残しましょう

ということもあり得るかもわかりません。ただ、今回はそれで救われたという側面もございま

す、ご指摘のとおり。今回はこれで救われたと。ただ、今後を考えたときに、ここ１年のよう

な発注が１０年、２０年、３０年後に起こってくるのかという、将来の見通しですよ、市政の

あり方を考えたときにどうかということを含めてですね、したときに、その制度のあり方も検

討すべきだろうというふうに、これは私の私見ですから、ほかの委員の意見を聞いてみなけれ

ば、何とも結論は出ないということでございます。 

○坂平委員 

 あなたね、そう言いよけば、切りがないわけたい。あなたの考えはね、その必要はないかも

しれんと。何十年に１回しかないかもしれんけど、必要があるわけでしょう。あるから今まで

しておったわけでしょう。実際にこういうふうな形であなたも認めた。こういう受け付けをし

ておったから、今回は事業がフォローできましたという答弁をされようわけやないですか。だ

から、これは私見として必要がないというふうに自分は考えておりますと。じゃあ、初めから

そういう第２希望を受け付けしなければいいじゃないですか。あなたの言い方はそうなんよ。

この第２希望の受け付け自体に必要性があるか、ないかということ、あなたはそこに走りよる

わけ。私が言いよるのは、第２希望の取り扱いはね、あくまでも資格は資格としてそのまま残

すべきやないかということを言いよるわけ。だから話が食い違うわけ、あなたはもうゼロにし

ようと言いよる、今の答弁では。ゼロにした場合、こういった問題が出たときには、市外業者

を入れるんですか。そうしかならんわけよ。じゃあ事業を中止するんですか、そうでしょう。

であるならば、第２希望も今までどおり１０年に１回あるか、２０年に１回あるかわからない

けど、それは何も市としては費用がかかるわけじゃないでしょう。一般財源を使わなきゃいか

んということはないわけでしょう。業者さんが勝手に受け付けを申請してくるわけでしょう。

それに対する人件費はかかるかもしれませんよ。でも、そのくらいのことで、こういったこと

がフォローできるのであれば、そういうあなたのような考え方で、いま言われたそれ自体に必

要性がないのではなかろうかということに、その発想がそこに行くこと自体がね、少し理解で

きないですね。私が聞いていることと、あなたが答えようことは、全く噛み合ってないわけよ。

私が言いよるのは、資格があるものを直近Ⅰ等級下位に位置づけるということ自体がおかしい
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んじゃないかということを、私は言いよるわけです。それも、今ここで即決で決めることじゃ

ない。委員がおるんだから、そういうことに対してはどういう取り扱いをするかというのは、

検討してくださいということを言いよるわけやから。あなたはそれを聞く前から、第２希望自

体を受け付ける必要がないんじゃないかということを、あなたは言いようわけよ。そうしかと

られんよ。 

○副市長 

 要は１つ下にするということ、あるいは業種が変わったときの１つ下の格付けについては、

今後、選考委員会できっちりと検討していって、結論を出していきたいというふうに思ってい

ますと、最初に答弁したと思うんですよ――― 

（ 発言する者あり ） 

そういうことです。 

○坂平委員 

 しつこいようですけどね、そのあたりを十分検討いただきたいと思います。また、その回答

は、次の委員会にでも回答していただければと思いますので、どっちにしてもこれはね、期の

途中で変えられるような案件ではございませんので、来年の４月以降、４月１日からの施行で

ございますので、その間、時間がありますのでね、ただ、先ほど言われました１１月には指名

受け付けをするということですから、１０月ぐらいまでには、その結論を出さなきゃいかんと

思います。そういうことでございます。 

○委員長 

 今後も検討していくことになると思いますので、執行部においては、しっかり検討をお願い

いたします。 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

本件については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思

います。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０１ 

再 開 １２：５９ 

委員会を再開いたします。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から、５件について、報告したい旨の申し

出があっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

○川上委員 

動議を提出いたします。 

○委員長 

それでは、川上委員、動議の内容説明を簡潔にお願いいたします。 

○川上委員 

報告案件に、「嘉飯山砂利建設株式会社による市有土地賃貸借契約違反及び契約外市有地の

不法占有に関する報告」を求めます。 

嘉飯山砂利建設株式会社は、本市との和解に基づき、明星寺地区採石場から撤退する義務が

あり、その移転先は市と何らかかわりもなく、自らの責任によるべきものであることは自覚し

ているはずであります。和解成立からほぼ２週間後の４月７日、嘉飯山砂利建設株式会社、坂

平順子代表取締役は、齊藤市長に対し、市有財産使用申請書を提出し、飯塚市平恒８６６の

１３及び８６６の２、４０６３平方メートルのうち１２００平方メートルを資材の仮置場とし
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て、４月１３日から来年３月３１日まで使用したいと申請しました。 

元々は５０メートルプールより狭い面積です。飯塚市は同日の７日、嘉飯山砂利建設株式会

社の申請どおりに賃貸借契約を締結することを起案し、契約書案をつくって稟議し、翌８日付

で決裁しています。そして９日には、市有土地賃貸借契約書、契約管８９６１号を嘉飯山砂利

建設株式会社、坂平順子代表取締役と締結しました。連帯保証人も付いています。契約特記事

項の表題には、一時貸付と括弧付きの文字がありますけれども、第１条には、やむを得ない理

由により貸付期間を超えて貸付地を使用しなければならなくなったときは、原則として貸付期

間が満了する前までに、期間延長の理由を明記した市有財産使用申請書を新たに提出し、変更

契約を締結しなければならないとしています。契約外の市有地に嘉飯山建設株式会社のがれき

類、破砕機が不法に持ち込まれたのは、明星寺地区採石場からの最初の運び出しを確認したの

が４月２５日ですから、それ以降、つまり数カ月前には不法占有が始まり、採石場からなぜか

泥だらけの古タイヤを運び出したのが４月２１日から６月２５日まで、延べ３３台分ですから、

それ以降、この土地の囲い込みを始めたことになります。契約もなければ、お金も払わない、

その契約外の不法占有状態の面積は、私の見たところ、２００メートル以上かける１００メー

トル以上、つまり２万数千平米にのぼります。契約で貸し付けた面積のほぼ２０倍以上であり

ます。この間、ほほ同時並行で契約区域内では、契約違反を承知の上で、事前協議もなく、嘉

飯山砂利建設株式会社によってプレハブ事務所やコンクリートの道路など、構造物の構築が始

まっていたわけであります。どういう経過があったかは不明ですが、６月３０日、嘉飯山砂利

建設株式会社は、飯塚市長あてに仮設構造物設置についてのお願いと仮設電気設備設置につい

てのお願い、２つの文章を、地元の同意書なるものを添えて提出しています。そして７月２日、

市は齊藤市長名で３つの条件を付して承諾書を交付しました。この件は、数カ月にわたり飯塚

市公有財産がいとも簡単に侵されているのを、市が放置していることになるわけであります。 

不法占有された市有地について、新たな市有財産使用申請書が出されることにより、新たな

賃貸借契約を結び、４月９日付契約の貸付区域と合わせて、広大な市有地の貸し付けとなって

営業行為が行われ、しかも、この賃貸借契約の市有地については、来年３月３１日までに変更

契約を締結することによって、長期間にわたり何年も使用できることにもなります。これらの

事実は、市民の財産が不法に占有され、飯塚市公有財産管理規則が幾重にも踏みにじられてい

ることを示しており、市民の財産の管理責任を持つ飯塚市長は、直ちに委員会に報告するべき

だと考えるものであります。 

○委員長 

ただいま、川上委員から、委員会として報告を求める動議が提出されました。 

お諮りいたします。ただいまの動議のとおり決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙 手 ） 

賛成少数。よって、報告を求める動議は否決されました。 

「飯塚市中心市街地活性化の取組み状況について」報告を求めます。 

○地域連携都市政策室事業主幹 

飯塚市中心市街地活性化事業の取組み状況について、お手元の資料に基づき報告させていた

だきます。資料１ページのこれまでの経過及び今後のスケジュール（案）について、お願いい

たします。 

はじめに、前回７月１日以降のこれまでの経過について説明いたします。 

７月１７日に、ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業の飯塚本町コミュニティビ

ル「アフレール」の新築工事が竣工しております。現在、アーケードや進入路の補修工事等を

実施しております。 

７月２４日には、第９回飯塚市中心市街地活性化協議会が開催され、昨年度事業報告や今年

度事業計画、民間事業者による活性化事業の掲載をはじめ中心市街地歩行者空間整備事業の路
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線追加など基本計画の変更案等について承認をいただいております。また、事業報告として各

事業の進捗状況の報告がなされております。 

７月２５日には、吉原町１番地区第一種市街地再開発事業の施設建物「サンメディラック飯

塚」が供用開始となり、当日は再開発ビル４階にて竣工神事及びのがみプレジデントホテルに

て祝賀会が執り行われております。また、飯塚急患センターは、８月１日、土曜日から休日夜

間の診療開始を行っております。 

今後の予定といたしましては、飯塚本町東地区土地区画整理事業につきましては、８月上旬

よりアーケード機能回復工事を現場着手し、１０月末には造成工事と併せて完了する予定とな

っております。その後、１１月上旬には第２期使用収益を開始し、すべての土地を権利者へお

渡しする予定となっております。 

９月１日、火曜日から飯塚急患センターでは、平日夜間の診療も開始する予定となっており

ます。 

ダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業につきましては、１０月１日の飯塚市健幸

プラザの供用開始に向け、現在、準備を進めているところでございます。 

以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「公共施設等総合管理計画の策定状況について」報告を求めます。 

○行財政改革推進課長 

 平成２６年度より策定いたしております「飯塚市公共施設等総合管理計画」のうち、建築物

のコストシミュレーション及び６月に実施しておりました市民アンケートの結果がまとまりま

したので、その内容についてご報告いたします。 

資料の１ページをお願いいたします。今回策定の状況報告は第１章から３章となります。こ

のうち第２章では、道路橋りょう等の公共インフラのコストシミュレーションについても、本

来、算出するようにしておりますが、今回報告には間に合っておりませんので、最終原案段階

で報告させていただきます。 

次に、２ページをお願いいたします。第４章から資料編までは、現在作業を進めております

ので、これも最終原案段階で報告させていただきます。 

３ページをお願いいたします。１の背景と目的では、今回のこの計画を策定する上での国の

流れと市が計画を策定する目的を整理いたしております。２の計画期間は１０年間といたして

おります。３０年先の状況を見据えながらの１０年計画と考えております。 

４ページをお願いいたします。３.飯塚市の地勢でございますが、ここについては空白とな

っておりますが、ここについては掲載の必要性も含め検討しております。 

次に、４.の人口構造でございます。国勢調査の推移及び国立社会保障･人口問題研究所の推

計値となっております。推計では、平成５２年に本市の人口約１０万５千人になると予想され、

平成２２年からの３０年間で約２万７千人、２０．２％の人口が減少する見通しとなっており

ます。 

真ん中にございます棒グラフの上のほうになりますが、平成２年から平成２７年の括弧書き

の数字を書いておりますが、これにつきましては各年度末の住民基本台帳の人口となっており

ます。国勢調査と住基人口では、平均で約１６５０人程度の差異がございます。 

次の５ページの地区別人口の状況をお願いいたします。平成１７年と平成２２年の国勢調査

の結果から推計したものでございます。なお、この推計につきましては、現在、総合政策課の

ほうが策定しております人口ビジョンで正式な数字が出ましたら、差し替えさせていただくよ
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うにしております。それともう１つ、これにつきましては、地域ごとに表の下のほうに書いて

おりますけれど、コーホートの変化率によって推計いたしておりますけども、この積み上げの

１番上の合計の数字と前のページの社人研の数字とは若干異なっておりますので、ご注意お願

いいたします。 

６ページをお願いいたします。６ページから８ページにかけましては飯塚市の財政状況でご

ざいます。８ページの（４）をお願いいたします。投資的経費の推移及び内訳となっておりま

す。平成１５年度から２５年度までの投資的経費の年間平均は約７５億円、その内訳としまし

ては、公共施設にかかる経費の平均は約５２億円、道路橋りょうは約６億円となっています。 

９ページをお願いいたします。（５）は、類似団体との財政状況の比較となっております。 

１０ページをお願いいたします。第２章は公共施設等の状況になります。表は本市の公共施

設、公共インフラの保有状況となっております。用途分類の区分は、総務省の区分にしたがっ

て分けております。 

１１ページをお願いいたします。（１）は用途別建築物の延べ床面積でございます。（２）

は築年別の延べ床面積となっております。約６割の公共施設が３０年以上経過しており、今後

更新方法について検討が必要な施設を多く抱えているということでございます。 

１２ページをお願いいたします。人口１人あたりの公共施設の延べ床面積を類似団体と比較

した資料となります。全体では１．８倍近く多くなっております。類似団体では、小樽市とよ

く似た状況となっています。なお、この類似団体で合併市町村は、飯塚市と多治見市だけとい

うことになっております。 

１３ページをお願いいたします。（４）は市が所有する建築物を、今後そのまま３０年間維

持管理した場合のコストシミュレーションとなります。３０年間の総額は、約２２００億円、

年間で均で約７３億円となります。先ほど説明いたしましたが、平成１５年度から２５年度ま

でに投資的経費の年間の平均は７５億円、そのうち公共施設にかけた経費は５２億円でござい

ますので、現在の施設をそのまま維持すると約２１億円が不足することになります。 

１４ページをお願いいたします。これは総務省が示しています建築物のコストシミュレーシ

ョンを算出する条件となっております。 

１５ページをお願いいたします。第３章からは、６月に実施いたしました市民アンケート結

果となります。このアンケートは市内１２地区の方が、どのくらい公共施設を利用されている

のか、また主としてどこの施設を利用されているのか、そして今後の公共施設の維持管理や設

置場所についての考え方を調査したものです。 

１６ページは属性、１７ページから２９ページまでは施設の種類ごとに調査結果を掲載させ

ていただいております。結果内容の説明については省略させていただきます。 

３０ページをお願いいたします。今後、公共施設を維持し続けるために必要な取り組みにつ

いて、調査を行っております。「利用の少ない施設、老朽化した施設については統廃合すべ

き」との回答が７２．１％となっております。 

次に、優先的に維持していくべき施設としては、図書館やコスモスコモンなどの文化施設が

多くなっております。 

３１ページをお願いいたします。公共施設のあるとよい場所につきましては、｢色々な施設

が集まっているほうが利用しやすい｣という回答が４９．２％、｢ある程度分散している方が利

用しやすい｣という回答が４０．７％とともに４割以上の回答となっており、ここについては

意見が分かれております。 

３２ページをお願いいたします。前の質問で「集まっているほうが利用しやすい」と回答さ

れた方で、どこに集まっていたら利用しやすいですかという問いに対しては、駅やバス停など

交通機関の周辺」という回答が５０．１％で最も多く、次に「郊外など自動車での利用が便利

なところ｣が２６．５％となっております。 
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以上が、現段階で整理できている部分となります。今後のスケジュールになりますが、公共

インフラ、道路橋りょうのインフラでございますが、そういったコストシミュレーション、そ

れから公共施設の劣化状況、公共施設の稼働状況、年間利用者、運営コストを整理いたしまし

て、９月末までには原案を作成していきたいと思っております。その後、議会報告、市民意見

の募集を行ない、１１月末までに計画書を確定していく予定といしたしております。 

以上で、飯塚市公共施設等総合管理計画についての説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 ６月に市民アンケートをとったということですけれども、どういう内容のアンケートになっ

ていますか、資料がありますか。 

○行財政改革推進課長 

 資料と言うか、結果につきましてはですね、そのままこの１５ページから２９ページに、そ

ういったものについては全部この中に載せております。 

○川上委員 

 アンケートそのものは議員に配付できませんか。 

○行財政改革推進課長 

 これにつきましては、実施前に議員ボックスのほうに、全議員さんのほうには配付させてい

ただいております。 

○川上委員 

 立地適正化計画とは、どういう関係になりますか。 

○行財政改革推進課長 

 整合性を持って進めることということになっております。 

○川上委員 

 意味がわからない。その整合性を持って進めるというところを、もう少し説明してください。 

○行財政改革推進課長 

 すみません。国の考え方としては、当然その公共施設の適正配置といったもの、そういった

ものを総合管理計画の中では考えてまいりますので、当然、立地適正についても、同じように

一定の地域に一定の公共施設を誘導するという考えを持っておりますので、そこについては整

合性を持って計画を進めていくということになっております。 

○川上委員 

 その立地適正化計画づくりのスケジュールがあるじゃないですか。それとこっちのスケジ

ュールがあるわけでしょう。どこでどういうリンクをしていくんですか。 

○行財政改革推進課長 

 スケジュール的には私どものほうが先行して作業を進めておりますが、作業の段階において

はですね、担当者レベルも含めて常に協議をしながら、整合性を持ちながら計画を策定してい

るというところでございます。 

○川上委員 

 その抽象的なところを聞かせてもらいたいわけですよ。午前中もいろいろ聞いたけど、抽象

的なところで終わるわけでしょう。先ほど私が動議を出した嘉飯山砂利建設が市有地をね、貸

付面積の２０倍ぐらい確保しているんですよ。それについてあなた方、報告しようとしないじ

ゃないですか。だから皆さんの淀みのないスムーズな答弁の中にね、とんでもないものが潜ん

でいることが多いわけですよ。だから淀みのない答弁とか信用しないわけ。信用できないです

よ。だから立地適正化計画のスケジュールとどういうかかわりあいになってね、この成果は、

どのように反映されていくのか、そこのところを聞きたいわけです。無理ですか。 
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○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：２４ 

再 開 １３：２５ 

委員会を再開いたします。 

○地域連携都市政策室長 

 立地適正化計画につきましては、大体１０月を目途に素案を作成していきたいと考えており

ます。行財政改革推進課のほうが担当しておりますこちらの公共施設等の総合管理計画は、今

のスケジュールですと９月を目途に策定していくということになっておりますので、公共施設

総合管理計画の結果は、立地適正化計画の素案のほうに反映させまして、そして１１月以降の

市民の方々との協議に入っていきたいと思っております。 

○川上委員 

 立地適正化計画のコンサルには、完成したこれは、いつ提供されることになりますか。 

○行財政改革推進課長 

 期日等については決めておりませんけれども、先ほど答弁しましたように、連携を持ってや

ってまいりますので、この段階、きょうご報告いたしておりますので、これについても提供し

ていきたいと思っております。 

○川上委員 

 コンサルタントは、この管理計画が出揃うころには、もう自分の素案をつくってしまってい

るんじゃないですか。 

○地域連携都市政策室長 

 素案につきましては、今年度中につくり上げることになっておりますので、いま飯塚市のほ

うで公共施設等総合管理計画を策定していることも、コンサルのほうは十分承知しております

ので、その結果については、策定段階でもいろいろ情報交換をしながら作業を進めてまいりた

いと思っております。 

○川上委員 

 そしたらコンサルタントは、これを待っているわけですか、できるのを。 

○地域連携都市政策室長 

 立地適正化計画のコンサルタントにつきましては、もちろんこの公共施設等総合管理計画や

まち・ひと・しごとの地方総合戦略のほうも十分に関連してまいりますので、それらの計画の

進捗とあわせて、いろいろな作業をにらみながら、いろんな情報を収集しているところでござ

います。 

○川上委員 

 この６月にとった市民アンケートを議員に配付したと言いましたけど、議員から問い合わせ

は何かありましたか。 

○行財政改革推進課長 

 問い合わせ等についてはございません。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「平成２７年度飯塚市職員採用試験について」報告を求めます。 

○人事課長 

 平成２７年度、来年４月１日採用分でございますけれども、この職員採用試験につきまして

は、本年１０月１８日に近畿大学産業理工学部におきまして１次試験を実施することといたし
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まして、７月１３日に公告するとともに、広報紙８月号及び市ホームページにも掲載をいたし

ましたので、その概要につきましてご報告させていただきます。 

本年度の職員採用予定人数につきましては、平成２８年度の配置職員数を８５８人と予定し

ておりますことから、定年退職者２１人と退職勧奨による退職者６人及び自己都合等による退

職見込み者数を踏まえまして、職種毎に必要となる採用予定者数が職員採用試験委員会におい

て決定されたものでございます。 

お配りしております資料をご覧いただきたいと思います。試験区分及び採用予定数につきま

しては、行政事務では、上級１５名程度、初級４名程度、身体障がい者対象１名程度の、合わ

せまして２０名程度としております。技術職につきましては、建築職を１名、また、保育士を

６名以内としておりまして、全試験区分を合わせますと２７名程度の採用予定数となります。 

ここで、行政事務の予定数を「程度」と表記させていただいている理由について少しご説明

させていただきます。行政事務職につきましては、さきの総務委員会でご報告しておりました

とおり、現在１０月１日採用の身体障がい者２名を対象とした採用試験を実施いたしておりま

すが、この決定が９月上旬になりますことから、予定数２名の採用は現在のところ未定でござ

います。この２名の確保ができない場合は、来年度の行政事務職の採用枠を変更する必要性も

出てまいりますことから、今回「程度」ということで表記させていただいているところであり

ます。 

今後のスケジュールといたしましては、本日、８月３日から試験案内等を本庁人事課におき

まして配付いたしますとともに、市のホームページからもダウンロードできるようにいたして

おります。 

申込期間につきましては、８月１７日から９月１５日までとしておりまして、郵送の場合は

９月１５日の消印有効といたしております。 

今回公告いたしました内容につきましては、就職情報サイト等に掲載するとともに地域情報

誌におきましても案内する予定でございます。  

また、県内の主要な大学や短大、市内の高校等に試験案内を配付するとともに、９月上旬に

は市役所の業務を紹介する公開セミナーの開催も予定いたしております。多くの方に応募をい

ただけるようにと考えているところでございます。 

なお、先ほど申しました、本年１０月１日採用の身体障がい者を対象とする採用試験の現在

の実施状況についてあわせて報告させていただきますと、申し込み者が１３名ございまして、

先月、７月２６日に第１次試験を実施いたしまして、１３名全員が受験をいたしたところでご

ざいます。 

今後は、８月１２日に１次試験の合格発表を予定しており、その後、８月下旬に２次試験を

実施し、最終合格者の決定を９月上旬に行う予定で進めております。 

以上、簡単ではございますが、「平成２７年度飯塚市職員採用試験について」の報告を終わ

ります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「朝型勤務（ゆう活）の試行について」報告を求めます。 

○人事課長 

「朝型勤務（ゆう活）の試行について」報告させていただきます。 

国におきましては、ワーク・ライフ・バランスの実現や長時間労働の抑制のため、朝型勤務、

ゆう活と呼んでおりますが、この実施につきまして、地方公共団体や民間企業に要請しており

ます。市区町村におきましても、住民サービスの確保等に留意しつつ、各自治体の実情に応じ
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て、取り組みを進めていただきたい旨の通知があったところでございます。 

このことを受けまして、本市におきましても、出勤時間を３０分早め、３０分早く退庁する

この朝型勤務を試行的に行うものであります。 

提出いたしております資料をご覧いただきたいと思います。今回の試行では、１日の勤務時

間は変更しないで、勤務時間を午前８時から午後４時３０分までといたしまして、希望する職

員と所属長が協議して、公務に支障のない範囲で計画的に職員を割り振りしながら取り組むも

のでございます。 

実施期間につきましては、平成２７年８月３日、本日から８月３１日までの１カ月間として

おります。 

２で目的について記載をいたしておりますが、先ほどご説明いたしましたように、職員の健

康増進及びワーク・ライフ・バランスを推進することを目的として試行することといたしてお

ります。 

次に、対象所属と対象職員についてでございますが、これを実施するにあたり事前に各職場

にアンケート調査を実施いたしましたところ、窓口業務や相談業務などを中心とした部署では

行政サービスの低下を招く恐れがあるということで実施が困難であるとの回答を得ているとこ

ろでございます。そうしたことから、そのような部署を除きまして、そこに記載しております

とおり総務部、各種委員会、財務部及び経済部の１６所属について実施しようとするものでご

ざいまして、管理職を除く正規職員１２７人が対象となるものでございます。 

最後に、勤務時間についてでございますが、午前８時から午後４時３０分といたしまして、

朝型勤務を実施した職員は原則、定時に退庁をするものといたしております。 

今回の取り組み後には、職員へのアンケート調査を実施することとしておりまして、朝型勤

務の問題点や課題等を整理するとともに、効果の検証を行いまして、来年度以降、本格導入す

るかどうか検討させていただきたいというふうに考えております。 

以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「新庁舎建設工事の一時中断について」報告を求めます。 

○総務課長 

新庁舎建設工事につきましては、杭工事を開始し、６月２４日から１３カ所で試験掘を行い

ましたところ、事前に実施した地質調査結果では判断できなかった、掘削の難しい、亀裂の度

合いが異なる岩盤が現れまして、予定の深さまで掘り進めることができない地点が半数以上を

占めました。 

このため、周辺への騒音・振動、工期への影響等を考慮し、新たな掘削工法の検討を行うこ

ととし、工事を一時中断しました。 

全体の工期につきましては変更ありませんが、予定していた深さまでの掘削が困難なため、

杭を切断する費用、強固な岩盤を掘削する新たな重機の費用等が必要となるため、変更の仮契

約を締結し、契約変更の議案を提出する予定としています。金額につきましては、現在精査し

ております。 

報告は以上でございます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 工事変更の仮契約はもう済んだんですか、これからですか。 
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○建築課長 

 まだ仮契約は結んでおりません。 

○川上委員 

 いつの予定ですか。 

○建築課長 

 総務委員会の報告後に、いつということではありませんけど、早急に契約を結びたいという

ふうには考えております。 

○川上委員 

 その早急にのところをお聞きしたいと思っているんですけど。 

○建築課長 

 工事金額がまだ精査中でございますので、変更金額を精査して、仮契約を行いたいと思いま

すので、正確な日数というのは、ちょっとお答えできる状態ではございません。 

○川上委員 

 工事金額はどのように、精査と言われましたかね、もう計算が終わって最後のチェックをし

ている段階とお見受けしましたけども、どこがやっているんですか、それは。 

○建築課長 

 業者とか設計事務所、それから市建築課で協議をしておりまして、最終的には我々建築課が

精査をするということになりますけれども、まだ協議中でございます。 

○川上委員 

 あなた方が提出した資料によると、７月１５日に工期と金額等について協議と書いてますね。

この協議は、これが最初ですか。 

○建築課長 

 工期や金額等についてはですね、これが最初と言うか、概算でどのくらいかかるのかという

金額を協議し始めた時期でございます。 

○川上委員 

 私はこの日が最初の協議の日かと聞いたわけです。そのとおりかどうか、答弁してもらえば

いいですけど。 

○建築課長 

 工法の決定と言いましょうか、方向性を見つけたのがこのころなんですけれども、協議とい

うのはそれ以前からですね、試掘したりとかそういった中で試行錯誤しながら、協議をしなが

らきたんですけれども、ほぼ７月８日のですね、ロック工法での試掘の検討を開始して、７月

１３日で掘れるということが確認できましたので、この方法で進めていこうということで、協

議したのがこの７月１５日であるということでございます。 

○川上委員 

 答えられないですか。答えにくいんですかね。工期と金額等についての協議は、７月１５日

が最初ですかと聞いたんですよ。 

○委員長 

 いいですか、答弁できますか。 

○建築課長 

 試掘等を重ねた中で、最終的にこの方法でならいけるということで、工期等の、あるいは金

額等のですね、これぐらいだろうということではっきりしたのが、この７月１５日でございま

す。 

○川上委員 

 じゃあ、７月１５日が最初でないという答弁ですね。この日が最初ではないという答弁、一

くくりついた日が、この日だという答弁ですね、確認しますよ、どうですか。 
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○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：４４ 

再 開 １３：４４ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 

 工法と金額については、この日が最初でございます。 

○川上委員 

 答弁を訂正するんですか。先ほどはね、いろいろ話し合ってきてね、この日にこういうこと

になったという答弁でした。答弁を訂正する。この日が最初なんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：４５ 

再 開 １３：５４ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 

 工期や金額等のですね、協議の開始は７月１５日からでございます。 

○川上委員 

 ７月１５日が工期、金額等についての協議の開始ということ、確認しますよ。どういうメン

バーで協議したんですか。 

○建築課長 

 飯塚市、それから設計事務所、それから施工業者でございます。 

○川上委員 

 全部名前を言っていただかなければ、わからない。一体どこでしたんですか、何時から。そ

れも教えてください。 

○建築課長 

 まず飯塚市役所建築課、それから佐藤総合計画、設計事務所でございます。それから大林・

中村・鈴木ＪＶでございます。打ち合わせした場所は大林ＪＶの監督員事務所で、７月１５日、

１５時から開始しております。 

○川上委員 

 川崎地質株式会社九州支社は入っていなかったんですか。 

○建築課長 

 ７月１５日には入っておりません。 

○川上委員 

 金額の話までしたんですね。それを受注業者の管理人室でやったわけですか。 

○建築課長 

 設計事務所の監督員詰め所というのを設けておるんですけれども、そこで話をいたしました。

金額については概算でございます。 

○川上委員 

 その場所はどこにあるんですか。 

○建築課長 

 立岩公民館の真向かいにあります北代ビルの２階にございます。 

○川上委員 

 どうしてそこでしたんですか。 

○建築課長 
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 いろんな資料がありますし、飯塚市の会議室等が空いていませんでしたので、佐藤総合計画

がおります管理事務所で行いました。 

○川上委員 

 その場に今おっしゃった受注業者と発注者以外の人はいなかったですか。 

○建築課長 

 それ以外はおりません。 

○川上委員 

 これは、いつでも誰でも、この情報が広がってもよいという情報なんですね。そうじゃない

んですか。 

○建築課長 

 情報というのは、その協議した参加者内での話ですので、他に漏れるということは考えてお

りませんでした。 

○川上委員 

 設計単価とかね、細かい単価計算とかも入ってくるわけでしょう。あえてそこしかないんだ

から。その相手の事務所でお金の話をしたというわけでしょう。おかしくないですか。飯塚市

の情報の管理ができるところ、またはほかの市の幹部からも、あそこでやっているなと、きち

んと安心できるところでやるのが普通じゃないかと思うけど。受注業者のところから資料を持

ってくればいいじゃないですか、市役所に。質問、聞いてますか。 

○都市建設部長 

 先ほど申しました、市のほうで管理の委託を佐藤総合のほうにしております。その中で工程

の会議とか、いろんな会議をそこの事務所でしております。今回の部分につきましては、最終

的な金額の調整と言いますか、そういう形で協議をしたのではなくて、工法が今までの当初の

工法からちょっと対応ができないという部分等を含めて、今後それに対応、新しい試掘をした、

対応をしたときに、いかほどかかるかというところの部分で、大まかな方針決めを、みんなで

確認したという状況でございますので、当然、先ほど委員が言われる最終的な単価とか、その

あたりの部分については、市のほうできっちり確認はしていきたいと思いますし、先ほど委員

のほうがご指摘のとおり、そういうふうに受けとられる部分があれば、今後の会議等、そのあ

たりについては、ある程度対応していく必要があろうかと思いますけども、佐藤総合のほうと

の工程会議とかいう部分については、管理事務所のほうで、工程会議等そのあたりについては、

いま現在も行っている状況でございます。 

○川上委員 

 契約済みの工事の進行についての打ち合わせとね、工事変更をしなければならないと、新た

な追加予算が必要になるということの話というのはね、全然区別して考えないといけないんじ

ゃないですか、一緒でいいですか。それは発注者が、これで受けたものがこれで仕事しますと、

この金額で、自分がボーリングして、これでできると言ったわけだから、元々。これで頑張り

ますと、応札したわけでしょう。それで契約まで結んでいるわけじゃないですか。そのものが

どうもうまくいかないということで、その追加のお金が必要になりましたというのを、自分の

事務所でしますかね。のこのこ市役所が出かけていくんですか、受注者のところに。そして、

そこでお金の話をするんですか。１億５千万とか、２億とか、大体幾らですか、そこで話し合

った最初の額は、答弁を求めます。 

○副市長 

 庁舎のですね、この岩盤の掘削関係での工事を報告しておりますが、これについて途中で従

来の予定した工法では下まで掘れないという報告を受けました。今からその方法には何通りか

ありますと。しかし、こういう地域ですので、騒音・振動が発生しなくて、できるだけ、新庁

舎という建物ですから、周辺の住民の方にそういう迷惑のかからない方法で、私としては経済
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的な方法を検討してくれという問題を提起しておりました。今ここに書いております７月

１３日に、この方向でいけるだろうという方法が見つかったということで、１３日の午後だっ

たか、１４日の早朝かわかりませんが、私に報告があり、それでいいと。だったら、この方法

でいったら概算どのくらい費用が膨れるんだということは、どうしても我々としては知りたい

からですね、それだけはちょっと早目にということで、多分、この１５日にですね、大体概算

がどのくらいかかるのかと、だから単価の話とかはないんですよ。総枠で、杭を百十何本打た

ないかんと聞いておりますから、そして正確には、従来の方法でいい方法も何本かあるようで

す、数はわずかですけど。それと変更したものでという説明を受けました。であれば、全体で

大体追加の費用はどのくらいかかるんだと、これについては、いろいろまた、説明しなきゃな

らんからということを受けてですね、多分、担当のほうは、細かい単価は別ですよ、単価がど

うということではなくて、概算この方法でいったらどのくらいかかるんですかという、そうい

う意味での、私は、金額等の協議というのはですね、私が指示したものですから、私に報告し

なきゃならんということで、そういう打ち合わせをしたんだろうと、私は思っています。です

から細かい単価がどうだとか、向こうの言いなりでどうだということはですね、決してないと

いうことだけ、ご理解をお願いします。 

○川上委員 

 １５日の協議というのが、副市長の指示で行われたというのはわかりました。それで、それ

以前に事前協議、協議の事前協議というのもあれでしょうけど、小さな協議はあっていたとい

うこともわかりました。それでね、この日はね、やっぱり大まかな金額が幾らかという話が出

るわけだから、可能性の問題としては、単価の話で出るのがわかっていたと思うんですよ。そ

ういうものも見ないでね、出ないと、出ないけど、漠として、１億５千万とか２億とかいう数

字だけが出るわけがないから、それで、その額は幾らですか。その１５日に出た金額。 

○建築課長 

 概算ですけれども、１億７千万から１億８千万ぐらいではないかということでございます。 

○川上委員 

 それは誰が言っているんですか。１億７千万か、１億８千万というのは。 

○建築課長 

 設計事務所でございます。 

○川上委員 

 そうすると、この１５日の北代ビルの管理部屋で、密室状態で、佐藤総合設計が１億７千万

から１億８千万ですよというふうに言ったということですね。そうですか。 

○建築課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 それで、現在、協議の継続があっているんでしょう。先ほどの話では、川崎地質株式会社九

州支社は、そのときにはいなかったという答弁でしたから、その後、参加した場があるんです

ね。それがあって、初めて７月２０日の工事再開になると思うんですけど。その川崎を入れた

協議の場は、いつ、どこで、行われましたか。 

○建築課長 

 川崎地質は７月２９日でございます。 

○川上委員 

 ちょっとわかりにくかったんだけど、今の答弁の仕方は、７月２９日に市が川崎と個別に会

ったということですかね。大林とか、佐藤とか、含めたところで会ったという意味ですか、場

所はどこですか。 

○建築課長 
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 飯塚市、それから佐藤総合計画、それから大林ＪＶと川崎地質でございます。場所は、先ほ

ど申しました管理事務所内でございます。 

○川上委員 

 このとき、なぜ川崎が来たんですか、川崎地質株式会社。どういう役割があったんですか、

この２９日の段階で。 

○建築課長 

 まず、先ほどの２９日という日を訂正させてください。ちょっと調べておりますので、また

あとで報告させていただきます。川崎地質には地質調査をした内容と、今後の掘削のやり方に

ついて、アドバイスを受けたものでございます。 

○川上委員 

 この岩盤をね、この大きな岩盤を見つけきれなかった業者でしょう。そこのアドバイスを受

けてどうするんですか。市役所に呼び出してね、なぜ見つけきれなかったのかと問うのが先じ

ゃないですか、川崎との関係で言えば。どうして川崎をこのとき呼んだんですか。アドバイス

を受けるとおっしゃったけれども、何のアドバイスを受けたんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：１１ 

再 開 １４：１３ 

委員会を再開いたします。 

○建築課長 

 先ほどの答弁の訂正をさせていただきます。川崎地質を招いたのは、７月２２日でございま

す。時間はちょっと覚えておりませんので、ご了承ください。それともう１つ訂正はですね、

川崎地質のアドバイスを受けたということではございませんで、岩質の説明を受けたというこ

とでございます。 

○川上委員 

 あと何回ぐらい訂正しますかね。委員会の報告するんだから、事実関係はきちんと押さえて

おかなきゃいかんでしょう。ここにあることについてだけ聞くわけじゃないでしょう。ここに

書いてないことを聞くわけでしょう。書いてあることはわかるから。十分時間はあったでしょ

う。税金をね、あと１億７千万か、１億８千万出してくださいと、相手側から言われたんです

よ。そして８月２６日が議会運営委員会なんですよ。議案を示さないといけないわけでしょう、

あなた方にしては。１億７千万とか、どこかで聞いた数字だけど、１億８千万とかね、そう簡

単に右から左に出せませんよ。それをあなた方は、受注業者のところで話を聞いて、総務委員

会に報告しますから資料を持ってきましたという話でね、あまりにずさん過ぎるんじゃないで

すか。それでね、川崎と会ったのはいいですよ。それで、このＡ３のボーリング柱状図を見る

と、赤いところが１メートル以上掘れていないということになっているんですよね。目で見る

わけにいかないから、どのくらいの岩盤かわからないけど、このくらいの岩盤も見つけきらん

ようなボーリングをしたんですよ。あなた方がここを掘ってくれと言ったかもしれないけど、

この地質調査会社の役割は何だったんですかね。予定の工事がきちんと進むように調べるのが

仕事じゃないんですか。そうすると、この地質会社には責任があると思うんですよ。その責任

をしっかり問わなければ、市役所にも問題があると思いますよ。はっきりしなければ、もっと

金のかかる工法でやらしてくれと、ぽんと言われても困るでしょう。皆さんも困るでしょう。

市民はもっと困りますよ。だから川崎とそういう話をしなかったんですか。大体、どういう調

査をしたのかと。あなたが掘ったときは、きちんと掘れたのかというような話をしたんですか。 

○建築課長 

 川崎地質とはですね、岩質についての話をしました。これはボーリングデータや標本を見て、
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岩が出ていたと、花崗岩ということでしたけれども、これが風化と風化でないということで、

ちょうど掘れる、掘れないというような状況になるんですけれども、風化と判断した根拠等を

お尋ねいたしました。 

○川上委員 

 風化花崗岩なら掘れるというわけですね。この会社は風化花崗岩ですと言ったんでしょう。

今の話だと、それをなぜ判断したのかと聞かれたんですね、何と答えたんですか。 

○建築課長 

 川崎地質は、この採取した花崗岩に複数の亀裂が入っていたりすると。それを地質学的に見

ると、風化をしておるという判断をしたということでございました。 

○川上委員 

 風化花崗岩は、時間が経つと何になるんですかね。 

○建築課長 

 まさになるというふうに聞いております。 

○川上委員 

 風化花崗岩は、状況によるけど、しっかりしてそうに見えるけど、ちょっと突いたらぼろぼ

ろと落ちるんですよ。違いますかね。 

○建築課長 

 風化が内部まで進んでおれば、そういう状況もあると思いますけども、状況によると思いま

す。 

○川上委員 

 プロの仕事だから、そうであるかないかというのは最初じゃないですか、井戸を掘っている

わけやないから。この上に１３０億円、総事業費で、利子も入れて、のものを建てようと、何

千人もの人の命がかかっているわけでしょう。姉歯じゃないけどね、ものすごく重大なんです

よ。それをね、固いから、掘れないから１億７千万円出してください、８千万円出してくださ

いということ以上にね、今の話を聞くと深刻だと思いますよ。だから、川崎地質に間違ってい

ましたということじゃなくて、なぜ間違ったのかとか、それから責任はどこにあるのかとかい

うところまで市として聞く必要があると思いますけど、２２日どういうところまで聞きました

か。 

○建築課長 

 ２２日は岩質の説明を受けただけでございます。 

○川上委員 

 きょうが８月３日ですけれども、そのあと、この川崎地質との間柄でね、先ほど言ったよう

な話はしてないんですか、しましたか。 

○建築課長 

 以降しておりません。 

○川上委員 

 佐藤設計との間はどういう関係になっていますか、このことについては。佐藤は１億７千万、

１億８千万、気楽に言ったようですけど、責任はないんですか、佐藤には。 

○建築課長 

 佐藤総合計画にも見解は求めました。この地盤、地質調査の結果を見て設計に反映させたと

いうことでございました。 

○川上委員 

 飯塚市が発注した地質調査がよっぽど悪かったというのもあるでしょうけど、佐藤設計はそ

れを見抜かないかんでしょう。この調査ではちょっとまずいなと、設計はできんと言わないか

んでしょう。たった５カ所ぐらいのボーリングで、何が出てくるかわからない。そこのところ
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佐藤総合設計の責任は免れない面があると思うんだけど、市はどう思われますか。 

○総務部長 

 いろいろご意見いただいております。責任の話も出てきておりますが、今後ですね、本事業

を進めていくうえでの参考とさせていただきたいと思いますが、今回、工法を変更する必要が

生じましたので、取り急ぎその変更の概要について報告をさせていただいております。変更内

容の詳細については、先ほど担当課長のほうから申しましたように、今後、内容等のですね、

詳細を精査してまいりますので、ご懸念の部分につきましても、いろいろ関係部署と協議のう

え、対応してまいりたいと思います。今回、取り急ぎの報告でございますので、ご了承いただ

きたいというふうに存じます。 

○川上委員 

 質問打ち切りの答弁は聞きたくないです。私は、佐藤総合設計に責任を問うていないのかと

聞いたんですよ。 

○総務部長 

 現時点では、そういうお話はしておりません。 

○川上委員 

 ボーリングをした川崎にも責任を一言も問わない。それから、それに基づいて設計をしたは

ずの佐藤総合設計にも一言も責任を問わない。市の責任もあるでしょう。責任を問わずにね、

１億７千万、１億８千万出してくださいと言われているわけですよ。あなた方、何と言いまし

た。早急に仮契約を結び、９月議会に上程したいというわけでしょう。このままでね、議案上

程そのものができるかどうか、考えないといけないですよ。市民の目から届かない、市の幹部

の目からも届かないところでね、１億７千万とか、１億８千万という数字がね、飛び出ること

はびっくり仰天です。副市長が、そこでやれと言ったわけじゃないでしょう。そこは工事管理

の場所なんだから、新たにお金が１億７千万、８千万いることを話す場じゃないでしょう。だ

から誰も責任がない。地質調査会社も悪くない。佐藤設計も悪くない。今の話ではあなた方も

悪くないということになっているわけね。誰も悪くない。誰も責任をとらないで、市民だけが

１億７千万、１億８千万追加しなければならないという議案を出そうとしているわけですよ。

議会運営委員会という場もありますので、あれですけど、そういうやり方は普通じゃない。普

通じゃないことの中に何があるのかを、議会は調べて、チェックしていくのが仕事だと思うん

ですね。だから、きちんと質問に答えてもらわないといけない。 

それで、その２枚目の資料を見ますけど、この中で、当初、川崎地質がボーリングした場所

はどこですか。 

○建築課長 

 ２枚目の上部、下部、真ん中辺りにボーリングナンバーを入れて、柱状図、Ｎ値５０という

ふうに書いてある所、この５カ所が地質調査をした箇所でございます。 

○川上委員 

 この２枚目の赤、いま会議録を残しているんだからね、赤の設計深さまで１メートル以上掘

れていないというところと、どういう関係になりますか。 

○建築課長 

 左肩のほうのボーリング③の柱状図で引き出してあるところでいきますと、その№３（２．

７３）と赤の丸の上に書いてあるのは、試掘№３ということで、この時点では２．７３メート

ル掘れていないということでございます。 

○川上委員 

 当初から、ここは川崎の調査の段階で固いものがありますということがわかっていたんです

ね。それを示す資料じゃないんですか。 

○都市建設部長 
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 このＡ３の丸がいっぱい入っている部分でございます。この中で言いますと、先ほど課長が

答弁しましたとおり設計の段階でボーリングを５カ所しております。①から⑤までということ

で。先ほど課長が答弁しました③のところでは、赤丸のところについては、１メーター以上掘

れていないというところで、括弧書きで当初の設計のままの掘れてない数値を記載しておりま

す。この中で①、ちょうど真ん中よりちょっと左手でございますが、ボーリング①柱状図とい

うことで、ここの部分についても、ボーリング調査を行っております。この中で、赤いところ

については、掘れておりません。１．４８と１．２３。№１６、緑の部分でございますが、こ

この部分については、設計の深さまで掘れているという状況でございます。それと、１番近い

ところで言えば、１番下のボーリング④ですね、④のところにつきましては、№１３である程

度の、ほぼという数字でいきますと、１０センチとかその辺りでございますけども、ある程度

掘れていると。№４のその横では、設計値まで掘れているという状況でございます。上の⑤の

柱状図でございますけども、これについては、ボーリングの柱状図⑤の横では、№５と№９で

それぞれその数値ぐらいが掘れていないという状況でございまして、この中でも掘れていると

ころと、掘れていないところがあるというふうな認識を、我々のほうとコンサルのほうとも確

認をしております。 

○川上委員 

 全部掘れなければ、こんな感じじゃないでしょうね。直近で掘っているじゃないですか。直

近で掘れないと、今度は。だから、これは、当初から掘れないことがわかっておったのではな

いかと、地質会社、調査会社及び佐藤設計、それから皆さんも、大体わかっていたんじゃない

ですか。そのことを聞いているわけですね。 

○都市建設部長 

 一般的に地質調査をする中で、粘性、砂質いろいろな部分がございます。今回については、

地表から１０メーターを過ぎると岩盤が出ているという状況は、全箇所について確認をしてお

ります。その中で、岩盤の固さを確認するうえで、一般的にＮ値という表示の仕方がございま

す。ここの部分については１０メーターを過ぎると、ほぼＮ値が５０、最大の岩の固さになっ

ているという状況が把握はできております。その中で、今回、掘れる、掘れないの部分でいき

ますと、先ほど申しました花崗岩の層でございますけども、亀裂があるところ、ないところ、

当然、地層は下のほうに行くにしたがって、風化が進んでないというのが一般的でございます

けども、今回のここの庁舎の部分のボーリングのデータを見ますと、岩の始まりのところには

亀裂があり、一部分のところで亀裂が少なくなって、その下はずっと亀裂が入っているという

ふうな状況の中で、風化のある程度進んだ風化花崗岩というふうな位置づけの中で、設計に反

映したというふうに考えております。 

○川上委員 

 柱状図の①、③、⑤、これについては川崎のボーリング位置と今回掘れなかったところの位

置は、どれぐらいの近さですか。図面で見ると、わかりにくいけど。 

○建築課長 

 №１でいきますと、約２メーター程度でございます。 

○川上委員 

 そうするとね、見てください、このボーリング①の柱状図の位置関係を見るとね、齊藤市長

と髙木財務部長ぐらいの間ですよ、２メーターぐらいだと。大体２メーターぐらいの感じで

ボーリング③の柱状図なんかも、そうですね、２メーターぐらいで。だから、その辺、近所で

打っているわけですよ。それで、通るか通らないか、何があるかわからなかったという図でし

ょう、これは。違うんですか。あり得ないでしょう。そして市役所には、風化花崗岩という、

先ほどの話だと誤った情報を伝えているわけです。責任、明らかじゃないですか。 

○都市建設部長 



３７ 

 ボーリングのデータの柱状図とあわせてコアの写真も確認をしております。その中で、風化

が進んでいるという判断につきましては、亀裂がある程度入っているか、入ってないかという

ところで判断をしております。その中で、ボーリングのコアの写真について確認しますと、先

ほど申しました上のほうでもある程度亀裂が発生している。下のほうの１０メーター以降、

２０メーターのところにも亀裂が発生しているという状況の中で、全体的には風化花崗岩とい

うふうな位置づけの中で、岩の固さについてはＮ値５０の０というふうな数値の中で、設計の

ほうに反映しているという状況でございます。 

○川上委員 

 昔ですね、アメリカの原子力潜水艦が日本の港に入って来て、そしてこの潜水艦は放射能漏

れとか大丈夫ですよという調査をした会社があるわけです。この潜水艦の音紋と言うのか、エ

ンジン音、これも、これも、これも、全部その調査会社は調べないといけないわけですよ。政

府に報告あったのは、その縮尺を変えてね、圧縮したり、長さを短くしたりして、違うもので

あるかのように提出して、大丈夫ですよという報告があっていたのを、共産党の前の不破哲三

議員が明らかにしたことがあります。 

この流れからいくとね、いま建設部長がおっしゃったデータそのものから、一遍、洗い直し

てね、大丈夫かという仕事の仕方を市役所はする必要があると思いますよ。写真だけ見たわけ、

現物を見たんですか。そこまでして異常がなかったで当たり前なんですよ。現実のとおり我々

はデータをもらっていたというのが普通です。そこまでおりて行って、大丈夫かという仕事の

仕方をしないといけない。なのに、あなた方は北代ビルに行ってということなんですよ。そう

いう間柄でね、本当の仕事ができるのかということではないかと思います。それで、私は、報

告ですからあれだけど、現状のままね、仮契約を早急にとかね、まして９月議会に、８月

２６日が議運ですからね、上程しようとかいうのはね、いくら何でもひど過ぎるというふうに

指摘して、質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 


